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洞 爺 湖 町 議 会 平 成 ２ ９ 年 ３ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

平成２９年３月６日（月曜日） 午前１０時開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 諸般の報告について 

日程第 ３ 行政報告について 

日程第 ４ 報 告 第 ９ 号 総務常任委員会所管事務調査報告について 

日程第 ５ 報告第１０号 経済常任委員会所管事務調査報告について 

日程第 ６ 平成２９年度 町政執行方針について 

      平成２９年度 教育行政執行方針について 

日程第 ７ 一般質問について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 日程第１～日程第７まで議事日程に同じ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席議員（１４名） 

  １番   岡  崎     訓  君    ２番   越 前 谷  邦  夫  君 

  ３番   五 十 嵐  篤  雄  君    ４番   髙  臣  陽  太  君 

  ５番   千  葉     薫  君    ６番   立  野  広  志  君 

  ７番   小  松     晃  君    ８番   沼  田  松  夫  君 

  ９番   板  垣  正  人  君   １０番   七  戸  輝  彦  君 

 １１番   篠  原     功  君   １２番   大  西     智  君 

 １３番   下  道  英  明  君   １４番   佐 々 木  良  一  君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

欠席議員（０名） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 真  屋  敏  春  君 

 

副 町 長 

 

森     寿  浩  君 

総務部長

兼 

総務課長 

伊  藤  里  志  君 

 

経済部長 

 

澤  登  勝  義  君 
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洞爺総合

支 所 長 
大  西  康  典  君 

企画防災

課 長 
鈴  木  清  隆  君 

税務財政

課 長 
佐  藤  久  志  君 住民課長 山  本     隆  君 

健康福祉

課 長 
皆  見     亨  君 

健康福祉

ｾ ﾝ ﾀ ｰ 長 
原     信  也  君 

観光振興

課 長 

兼洞爺湖

温泉支所長 

佐 々 木  清  志  君 
産業振興

課 長 
佐  藤  孝  之  君 

建設課長 八 反 田     稔  君 環境課長 若  木     渉  君 

上下水道

課 長 
篠  原  哲  也  君 

ｼﾞｵﾊﾟｰｸ

推進課長 
武  川  正  人  君 

庶務課長 山  崎  貞  博  君 
農業振興

課 長 
杉  上  繁  雄  君 

会計管理

者兼会計

課 長 

田  仲  喜 美 江  君 
農業委員会 

事務局長 
片  岸  昭  弘  君 

教 育 長 遠  藤  秀  男  君 
社会教育

課 長 
永  井  宗  雄  君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

職務のため出席した者の職氏名 

事務局長 毛  利  敏  夫 

庶務係長

兼 議 事 

係 長 

平  間  義  陸 

庶 務 係 阿  部  は る か   
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎開議の宣告 

○議長（佐々木良一君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、洞爺湖町議会平成29年３月会議を開会いたします。 

  現在の出席議員は14名全員であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎会議録署名議員の指名について 

○議長（佐々木良一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、７番、小松議員、８番、沼田議員

を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎諸般の報告について 

〇議長（佐々木良一君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  諸般の報告は、お手元に配付のとおりでありますので、これで、ご了承願います。 

  ここで、議会運営委員会の所管事務調査の報告を願います。 

  小松委員長。 

○議会運営委員会委員長（小松 晃君） おはようございます。 

  読み上げて報告します。 

  所管事務調査報告書。平成29年３月６日。洞爺湖町議会議長佐々木良一様。議会運営委員

会委員長小松晃。 

  本委員会は、所管事務調査のため、次のとおり委員会を開催したので、その結果を報告し

ます。 

  記。 

  １、調査事項、洞爺湖町議会平成29年３月会議の運営について。 

  ２、調査日、平成29年２月27日、月曜日。 

  ３、出席委員、私、岡崎副委員長、越前谷委員、五十嵐委員、七戸委員、大西委員。 

  ４、委員外で、佐々木議長、下道副議長の出席をいただいております。 

  ５、説明員は、森副町長です。 

  ６、結果、洞爺湖町議会の会期等に関する条例第２条第１項に基づく洞爺湖町議会平成29

年３月会議について、本委員会を開催し、議会運営のための所要の協議を行い、その結果は

次のとおりであります。 

  会議期間については、３月６日から３月14日まで。 

  審議日程については、裏面のとおりですので、お目通しをお願いいたします。 

  以上です。 
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〇議長（佐々木良一君） 以上で、諸般の報告を終わります。 

  本会議の会議期間については、本日から14日までといたしますので、議会運営にご協力を

お願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎行政報告について 

○議長（佐々木良一君） 日程第３、行政報告を行います。 

  町長並びに教育長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。 

  初めに、町長の行政報告を許します。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 洞爺湖町議会、平成29年３月会議の町の行政報告を申し上げます。 

  一つ目に、寄附についてでございます。 

  前会議から本会議までの間、次の方々より寄附の申し出があり、ご厚志に沿うよう、あり

がたく受納いたしました。 

  一つ目に、金員の寄附でございまして、金額は500万円でございます。 

  二つ目に、これも金員の寄附でございまして、個人、188件、総額で406万5,500円でござ

います。 

  三つ目に、物品の寄附でございまして、洞爺湖町洞爺町96番地、洞爺芸術館友の会、墨象

アート２点でございます。 

  大きな二つ目に、洞爺湖への油流出事故についてでございます。 

  ２月10日午前９時ころ、西胆振消防組合より、洞爺湖温泉地区の湖水に油が流出している

との報告を受け、職員が現場を確認したところ、少量の油流出が見られたことから、河川管

理者である北海道へ報告をいたしました。 

  復旧作業として、消防署員により、拡散防止のためのオイルフェンスを設置し、原因調査

を実施しましたが、流出元が判明せず、また流出量が増加する様子も認められなかったこと

から、午前11時より、吸着シートによる回収除去作業を開始し、午後３時に作業が完了いた

しました。 

  原因が不明であったため、北海道では、新たな油の流出に備えて、引き続きオイルフェン

スを設置し、監視を継続いたしましたが、その後も新たな流出が認められなかったことか

ら、13日にオイルフェンスを撤去いたしました。 

  今後も河川管理者と協力し、このような事故に備え、万全の態勢を構築するため、北海道

と協議を継続していくこととしています。 

  大きい三つ目に、介護保険料の年金徴収対象者の事務処理誤りについてでございます。満

65歳以上の方の介護保険料は、満65歳に到達した年に、納付書により納付いただき、満66歳

以降は年金から徴収することとなりますが、本年４月から新たに年金から徴収となる71名の

方々について、事務処理の誤りにより、10月からでなければ年金から徴収ができない状況と

なりました。 
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  年金機構とも協議を行いましたが、改めて処理し直すことはシステム上、困難であるとの

ことから、71名の皆様には７月と９月に納付書で納付していただき、その後、10月から、年

金からの徴収とさせていただきますが、納付方法が変わり、大変ご迷惑をおかけすることと

なりましたことを深くおわび申し上げます。 

  今後、再発防止のため、課内で情報共有を図るとともに、チェックリスト等を作成し、ま

た、電算会社の協力を得ながら、確認を徹底し、適切な事務処理を行ってまいります。 

  四つ目に、洞爺湖町月浦運動公園愛称の決定でございます。 

  新設された洞爺湖町月浦運動公園をより多くの方に親しんでいただけるよう、昨年11月10

日から12月12日までの間、町ホームページ及び全国公募ページ、町広報などで月浦運動公園

の愛称を募集していたところ、応募者総数103名、作品数328作品の応募があり、その中から

月浦運動公園愛称選定委員会による審査の結果、愛称が「ポロモイスタジアム」に決定いた

しました。 

  今春からの利用開始に向けて、ＰＲ活動に取り組んでまいります。 

  五つ目にタイにおけるトップセールスの実施についてでございます。 

  ２月13日から17日の日程で、洞爺湖町と壮瞥町によるトップセールスを実施いたしまし

た。参加者は、洞爺湖町長、壮瞥町長を初め、洞爺湖温泉観光協会長、とうや湖温泉旅館組

合専務理事ほか、観光事業者総勢14名が参加いたしました。 

  バンコクでは、北海道旅行を企画・遂行している旅行会社を訪問し、洞爺湖地域の魅力を

紹介するとともに、その後の昼食懇談会で地域の観光情報をさらに発信することができまし

た。また、トップセールス期間中に現地で開催されていたタイ国際旅行博を訪問し、日本出

展団体だけで65団体、89ブースある中、北海道ブースは特に人気があり、今後は、年々増加

傾向の個人旅行客のリピーターの獲得と、個人旅行の囲い込みが重要であると実感すること

ができました。 

  この期間にセールスすることで４月のタイの旧正月に当たる大型連休に向けた誘客もで

き、国内旅行ツアーの需要が減少する冬期間の集客につながることが期待できるプロモー

ションとなりました。 

  六つ目に、西いぶり広域連合における廃棄物広域処理施設整備比較検討結果及び７市町協

議の開始についてでございます。 

  西いぶり広域連合において検討が進められていた西胆振地域廃棄物広域処理施設整備比較

検討報告書の提示があり、本年１月に開催された事務担当課長会議及び副市町長会議におい

て、昨年11月に示された施設整備比較検討報告書（案）と同様の内容で、既存施設の延命化

より、新たな施設を整備するほうが有利であるとの報告が行われ、その後、１月31日に行わ

れた市町協議会で各首長の承認を受けた後、２月13日に開催された西いぶり広域連合議会総

務常任委員会において、同報告書の説明が行われ、施設更新の方向性について了承されまし

た。 

  今後は、登別市と白老町を加えた７市町での協議を進め、本年度夏ごろをめどに、両市町
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が施設の共同整備に加わるか否かの方針が決定される見通しとなっております。 

  七つ目に、各種事務事業の取り組み状況についてでございます。 

  前会議から本会議までの各種事務事業の取り組み状況について、次のとおり報告いたしま

す。 

  なお、朗読については、省略させていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で町長の行政報告を終わります。 

  次に、教育長の行政報告を許します。 

  遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 教育委員会の行政報告を申し上げます。 

  今回は、１件の報告でございます。 

  寄附について。 

  このたび、次の方より寄附の申し出があり、ご厚志に沿うよう、ありがたく受納いたしま

した。 

  洞爺湖町学校給食センターへの食材の寄附でございます。 

  虻田郡洞爺湖町入江300番地、いぶり噴火湾漁業協同組合代表理事組合長、岩田廣美氏、

ホタテガイ195キログラムでございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で行政報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎報告第９号の上程、報告、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第４、報告第９号総務常任委員会所管事務調査報告についてを

議題といたします。 

  総務常任委員会から報告の申し出があります。 

  本件は、申し出のとおり報告を受けることにしたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、総務常任委員会の所管事務調査報告を受けることに決定いたしました。 

  総務常任委員長の発言を許します。 

  五十嵐委員長。 

○総務常任委員会委員長（五十嵐篤雄君） おはようございます。 

  読み上げて報告とさせていただきます。  

  報告第９号。 

  所管事務調査報告書。平成29年３月６日。洞爺湖町議会議長佐々木良一様。総務常任委員

会委員長五十嵐篤雄。 
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  本委員会は、所管事務調査のため、次のとおり委員会を開催したので、その結果を報告し

ます。 

  記。 

  １、調査事項、介護保険制度改正に向けての取り組み状況について。 

  ２、調査日、平成29年２月16日、木曜日。 

  ３、出席委員、私、岡崎委員、越前谷委員、高臣委員、立野委員。 

  ４、説明員等、健康福祉課、皆見課長、石川主幹、健康福祉センター、原センター長、鎌

田主査。 

  ５、調査内容。 

  介護保険制度の改正により、要介護１・２向け介護予防サービスの一部である訪問介護

（ホームヘルプ）と通所介護（デイサービス）の二つのサービスが、地域支援事業へ移行す

る制度の見直しが行われることから、その内容について健康福祉課と健康福祉センターの担

当者より説明を受けることとした。 

  ６、調査結果。 

  新しい介護予防・日常生活支援総合事業は、平成29年４月より実施されることとなってい

る。この総合事業は、地域包括ケアシステム構築のための一つの手段として位置づけられて

おり、多様なサービスを充実することで地域の支え合い体制づくりを推進し、効果的かつ効

率的な支援を行うことを目的としている。（新しい総合事業の構成やサービスの詳細は別紙

を参照）ということで、２ページ以降、４枚にわたって、その内容についての別紙がござい

ますので、後ほど参考にしていただければと思います。 

  高齢化が急速に進む当町にあっては、制度の改正により予防を重視し、より充実したサー

ビスが提供されることとなる。これにより、多くのサービスの運用で人手不足にならないよ

う、人材の確保が必要と思われる。また、特色ある事業展開には、関係団体との綿密な連携

が必要と思われることから、一層の努力を期待するものである。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 報告を受けましたが、確認程度の質疑などは受けたいと思います

が、ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  以上で、総務常任委員会の所管事務調査報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎報告第10号の上程、報告、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第５、報告第10号経済常任委員会所管事務調査報告についてを

議題といたします。 

  経済常任委員会から報告の申し出があります。 

  本件は、申し出のとおり報告を受けることにしたいと思いますが、ご異議ございません
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か。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、経済常任委員会の所管事務調査報告を受けることに決定いたしました。 

  経済常任委員長の発言を許します。 

  大西委員長。 

○経済常任委員会委員長（大西 智君） 皆さん、おはようございます。 

  読み上げて報告をさせていただきます。 

  報告第10号。 

  所管事務調査報告書。平成29年３月６日。洞爺湖町議会議長佐々木良一様。経済常任委員

会委員長大西智。 

  本委員会は、所管事務調査のため、次のとおり委員会を開催したので、その結果を報告し

ます。 

  記。 

  所管事務調査その１。 

  １、調査事項、花美館の現況について。 

  ２、調査日、平成28年12月５日、月曜日。 

  ３、出席委員、私、沼田副委員長、千葉委員、小松委員、板垣委員、篠原委員、下道委

員。 

  ４、説明員等、株式会社ばんけいリサイクルセンター、大杉代表取締役、村田業務管理部

長、鳥本施設技術部長、ばんけいリサイクルセンター虻田第２事業所、引地所長、丸谷業務

担当、環境課、若木課長、尾崎主幹。 

  ５、調査結果。 

  花美館の稼働機器が老朽化のため、今年度、処理方式を全面的に変えて、施設全体の改修

工事が行われた。花美館改修工事として、建築工事、電気設備工事及び機械器具設置工事の

３工事となっており、工期、請負金額、受注者及び工事概要については、下記のとおりと

なっている。３工事とも全て終了しており、12月中旬ごろから生ごみの搬入が始まる予定と

なっている。 

  今後のばんけい方式による生ごみリサイクル処理に期待するところである。 

  なお、３工事に関しましては、書面どおりであり、朗読は省略させていただきたいと思い

ます。 

  ２ページ目に移ります。 

  所管事務調査その２。 

  １、調査事項、月浦運動公園の現況について。 

  ２、調査日、平成28年12月５日、月曜日。 

  ３、出席委員、私、沼田副委員長、千葉委員、小松委員、板垣委員、篠原委員、下道委
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員。 

  ４、説明員等、観光振興課、佐々木課長。 

  ５、調査結果。 

  多目的人工芝スポーツ施設整備工事については、６月14日から11月30日までの工期で、土

砂掘削、路盤工、人工芝や照明灯などの工事内容であり、工期内に全て完成されている状況

であった。また、洞爺湖温泉小学校内の地域連携施設やトイレなどの確認も行ったが、地域

連携施設の共有に当たり、スペースの有効利用等が適切に行われることを望む。 

  洞爺湖温泉小学校の外トイレの洋式化やサッカー場に附帯する新設トイレも視野に入れ、

今後検討すべきと思われる。フェンスののり面に雑木があり、本施設のオープン前に整備を

行う必要があると思われる。 

  29年３月オープンに向け、ＰＲ事業を整えて、多くの交流人口が生まれることを期待する

ところである。 

  所管事務調査その３。 

  １、調査事項、洞爺湖町商工会の現況と課題について。 

  ２、調査日、平成29年１月31日、火曜日。 

  ３、出席委員、私、沼田副委員長、千葉委員、小松委員、板垣委員、篠原委員、下道委

員、佐々木議長。 

  ４、説明員等、大久保会長、傳副会長、高橋事務局長、茶畑経営指導員、鈴木経営指導

員、産業振興課、佐藤課長、佐久間主査。 

  次に移りまして３ページです。 

  ５、調査結果。 

  （１）現況について。 

  会員数は、平成28年11月末現在で303名（前年度と比較して１名増）となっている。平成

19年度の設立当時から80名の減少となっており、会員の確保に組織全体で取り組んでいる。

また、総代及び役員数についても、設立当時の人数となっており、道内の総代制を組織する

商工会の中でも多い状態であり、見直しの検討がされている。 

  予算については、総額7,307万円で町からの補助金が2,612万円となっている。主な事業の

取り組み状況については、以下のとおりである。 

  ①町内の経済状況について。 

  洞爺湖温泉地区は、外国人観光客の増や洞爺湖温泉開湯100周年関連イベントなどにより

好景気であるが、本町地区や洞爺地区の小規模事業者は、需要の低下により売り上げが減少

傾向にある。ホテルなどの宿泊業や各業種とも従業員不足での危機感を持っている。 

  新築住宅の建設については、平成26年度30件、平成27年度11件、本年度が14件で住宅建設

が少ない状況である。 

  ②各種事業の成果について。 

  ＪＲ洞爺駅前大通りにぎわい創出事業におきましては、花植え事業、ふれあい七夕夏まつ
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り、洞爺駅前イルミネーションなどの実施。 

  住宅リフォーム事業。 

  本年度は、83件（50万円未満６件、50万円以上77件）、工事金額は6,692万円（１件当た

り80万円）となっている。 

  ぐるっと洞爺湖プレゼント事業。 

  抽せん券の発行枚数は12万801枚で、売り上げ推定額が１億8,120万円であった。 

  （２）地域活性化特別委員会による提言書について。 

  町に提出した提言書の内容を検証し、平成28年度以降の重点事業として次の８項目を展開

することとしている。 

  一つ目、青少年育成を目的とするスポーツクライミング施設に関する調査。 

  地熱の有効活用に関する調査。 

  小学生の学力向上に関する寄与。 

  亜麻を新ブランド、そして復活するための利用価値の検討。 

  洞爺湖温泉の公共用地の利活用。 

  複合型リゾート（ＩＲ）推進法成立に伴う留寿都村への共同支援体制強化。 

  観光・産業・行政との協議によるイベント開催の協議と推進。 

  パワースポット青葉山道の整備の推進。 

  以上、上記の提言書については、継続中の施策を積極的に推進していただき、今後、まち

の地域活性化につながる事業になるよう、取り組まれたい。 

  ４ページを開いていただきたいと思います。 

  （３）今後の課題について。 

  町内の人口減少に比例し、消費人口の減少が影響している。また、全町的に空き店舗数の

多さが目立つ中で、小規模事業者の振興資金に関する町の融資の拡充も必要な状況である。

町内産業経済団体の連携強化など、商業振興と地元の購買力を高める施策の継続が必要と思

われる。 

  所管事務調査その４。 

  １、調査事項、いぶり噴火湾漁業協同組合の現況と課題について。 

  ２、調査日、平成29年１月31日、火曜日。 

  ３、出席委員、私、沼田副委員長、千葉委員、小松委員、板垣委員、篠原委員、下道委

員、佐々木議長。 

  ４、説明員等、福島副組合長、荒理事、阿部理事、細川専務理事、合田参事、山本管理部

長、産業振興課、佐藤課長、田所主幹。 

  ５、調査結果。 

  （１）現況について。 

  平成28年３月末の組合員数は、48名（漁協全体260人）で、ホタテ養殖経営体が28世帯

（全体127世帯）である。平成27年度の水揚げは、全体で6,292トン、18億8,694万円（全体



－11－ 

２万848トン、70億204万円）となっている。販売金額の約８割以上がホタテ養殖で占められ

ている。 

  ホタテ養殖貝の虻田地区の出荷状況について、昨年12月５日から本年１月29日までの期間

内では、大量のへい死などにより、８センチメートル以上のＡ貝で、１連平均で3.7キログ

ラム（例年は１連で20キログラム）で、25漁家のうち18戸が５キログラム以下、９キログラ

ム未満が７戸となっており、出荷量が例年の４分の１以下となっている。単価は、１月初め

で１キログラム当たり372円が、１月末で463円と上昇しているが、計画水揚げ量より2,323

キログラムの減、金額で５億7,800万円の減収の見込みである。また、地元水揚げは、平成

15年度の合併後、最低水準で、前年度対比45％の水揚げと予想され、漁業者は大変厳しい状

況である。 

  ザラボヤの大量付着による生貝への生育の影響や労働量の増の負担が、作業効率を悪くし

ており、現在も沖洗い機で対応しているが、ザラボヤの発生時期により出荷量の差が大きい

ため、ザラボヤ対策が今後も課題である。 

  平成30年度に、有珠、虻田、豊浦の３カ所の市場を水揚げの多い豊浦へ市場集約化を図っ

ていく予定となっている。 

  （２）今後の課題について。 

  昨年から続くホタテガイの大量へい死や台風などの影響に伴う雑物処理の増加や水揚げ量

の減少に伴い、漁業者負担の軽減を図る上からも、廃棄物処理に対する補助や今後の漁業振

興を図る上からも、町としての支援が必要である。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 報告を受けましたが、確認程度の質疑などは受けたいと思います

が、ございますか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） ちょっと確認ですけれども、所管事務調査その２の月浦運動公園の現

況の中で、調査結果の中の文章に、「地域連携施設の共有に当たり、スペースの有効利用等

が適切に行われることを望む」というふうに書いてありまして、その次に、トイレのことに

ついていろいろ書かれているわけですが、今のこの意味合いというのは、もう少し何か、中

身を説明いただけるでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 大西委員長。 

○経済常任委員会委員長（大西 智君） 所管事務調査その２の月浦運動公園の連携施設のこ

とに関してなのですが、現時点で私たちが見た中では、うまくやっていっていただけるので

はないかなという思いで見ておりました。 

  ただ、現段階で、そういう形なのですけれども、実際に使った中で、その辺をやはり、あ

る程度うまくやっていけるような取り組みもしてもらいたいということです。見ただけで

は、なかなかこれはやっていけるのではないかなという思いでは見ております。 

  それから、トイレの関係ですけれども、これは小学校の外に、グラウンドの端にトイレが
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あるわけなのですが、ちょっと場所的に、サッカー場と連携施設とのトイレという部分も含

めて考えますと、サッカー場の端のほうに一つトイレがあるのですが、これがまだ洋式化に

なっていないという部分がありまして、それの関係での洋式化ということでございます。ま

た、報告の中にもあるように、トイレに関しましては、新たなトイレということも考えては

どうかということでの報告にさせていただいております。 

○議長（佐々木良一君） ほかに質問はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 以上で、経済常任委員会の所管事務調査報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎平成29年度町政執行方針並びに平成29年度教育行政執行方針 

○議長（佐々木良一君） 日程第６、平成29年度町政執行方針について並びに平成29年度教育

行政執行方針についてを議題といたします。 

  まず、町政執行方針の説明を求めます。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 平成29年度洞爺湖町の町政執行方針を述べさせていただきます。 

  洞爺湖町議会平成29年３月会議に当たり、私の町政に対する所信の一端と平成29年度予算

における主要な施策につきましてご説明を申し上げ、議員各位を初め、町民の皆様のご理解

とご協力を賜りたいと存じます。 

  町長就任以来、長引くデフレと円高による景気の低迷や国際情勢の不安、消費税増税と社

会保障制度の一体改革、気象環境の変化による豪雨・暴風雪等の大きな災害が相次ぐなど、

洞爺湖町を取り巻く環境は厳しいものがありました。その中でも、町の財政健全化団体から

の脱却を最優先課題に置き、財政のスリム化と緊縮財政により、１年繰り上げ、３年で脱却

することができました。主産業の農業、漁業、観光業においては、連携の強化と地元産業の

底上げに取り組み、「災害に強いまちづくり」の体制強化を図り、町民の皆様が安心と希望

を持って暮らすことのできる活力あるまちづくりに全力で取り組んでおります。 

  平成29年度は、第２期洞爺湖町まちづくり総合計画の初年度であり、定住施策の拡充と交

流人口の拡大、虻田地区・洞爺湖温泉地区・洞爺地区の特性に合った振興策の充実を柱とし

て、特に子育て支援の拡充、産業の振興、定住・移住対策に重点を置き、にぎわい創出によ

る地域活性化を図ってまいります。 

  また、人口減少と少子高齢化の進む中、いかに人口減少を抑制し、まちの活力をつくり出

していくかが重要となっております。人口ビジョンによる目標を掲げ、地方版総合戦略によ

る地方創生の取り組みを推進しており、平成29年度においても、地方創生推進交付金の活用

を検討しながら、課題解決と目標達成に向けた取り組みを継続して実施いたします。 

  ただ、町財政は、合併に伴う特例措置の終了により地方交付税が減少することに加え、社

会保障費や施設の老朽化による更新費用の増加などが見込まれることから、さらなる健全な

財政運営に努めながら、総合計画に掲げる将来像の達成に向けた施策を着実に実行してまい
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ります。 

  各産業団体からの要望も踏まえ、新たに希望を持てる施策の展開を推し進め、町民の皆様

の声をしっかり聞きながら、開かれた町政に努め、決断と実行を持って、「未来につなげる

まちづくり」を進めてまいりたいと存じます。 

  それでは、平成29年度の予算について申し上げます。 

  地方行政においては、多発・多様化する自然災害への備えなど、住民の命や生活を守る役

割も高くなっており、人口減少社会における安定的な行政サービスの提供や、公共施設の老

朽化対策など、積極的に取り組まなければならない課題も山積しているところであります。

当町においては、厳しい財政状況ではありますが、引き続き効率的な財政運営を行いなが

ら、公共サービス等の維持に努めてまいります。 

  平成29年度の一般会計予算でございますが、経常経費をできるだけ抑えながら、子育て支

援、教育環境整備の充実、老朽化した公共施設の修繕、産業振興政策を重点施策として、総

額として前年度に比べ、４億5,907万円減の68億5,919万円となっているところであります

が、歳入不足分について、財政調整基金等を取り崩して補塡しております。 

  財源の根幹である町税は、平成28年度の収納状況の伸びを踏まえて、前年度より増額を見

込んでおりますが、地方交付税は、人口の減、合併優遇措置の段階的解消などの減少要因に

より、前年度に引き続き減額しているところであります。町債については、生ごみ堆肥化施

設、花美館の改修及び多目的人工芝スポーツ施設整備、定住促進住宅建設が完了したことか

ら、前年度より減額となっております。 

  歳出では、公債費は減少しておりますが、公共下水道事業特別会計への繰出金、水道事業

会計への補助が大きく増加しております。普通建設事業では、高砂貝塚保存整備等の継続補

助事業のほか、洞爺湖文化センター屋根補修、国道37号歩道灯改修、馬鈴薯貯蔵施設等整備

負担金の予算を計上しております。 

  特別会計では、介護保険特別会計が地域支援事業の増額、簡易水道事業特別会計が配水管

移設工事の増額、後期高齢者医療特別会計では、広域連合納付金の伸びから、それぞれ前年

度より増となりました。その他の会計は、事業状況等から減となっております。 

  各会計の予算総額は以下のとおりとなっております。 

  一般会計でございますが、68億5,919万円、前年度比6.3％の減でございます。 

  国民健康保険特別会計は、16億3,487万円、前年度比1.7％の減でございます。 

  公共下水道事業特別会計は、６億6,573万円で、前年度比17.3％の減でございます。 

  介護保険特別会計は、10億7,357万円で、前年度比0.5％の増でございます。 

  簡易水道事業特別会計は、１億679万円で、前年度比11.1％の増でございます。 

  後期高齢者医療特別会計は、１億5,971万円で、前年度比2.4％の増でございます。 

  水道事業会計におきましては、収益的収支が３億8,920万円で、前年度比20.1％の増でご

ざいます。資本的収支につきましては、7,199万円で、前年度比47.8％の減でございます。 

  次に、平成29年度予算の主な施策と取り組みをまちづくり総合計画の施策体系に基づき、
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ご説明申し上げます。 

  第１は、定住を促す住みよい環境のまちづくりであります。 

  ここに暮らす人たちも、移り住む人たちも、ともに豊かなこの地域で長く快適に過ごすこ

とができるよう、生活の基盤となる生活環境、住環境、雇用環境などの整備や受け入れ環境

を整えることで、まちの魅力を高めてまいります。 

  国道及び道道の整備については、町民生活や地域経済の振興、防災上の観点からも重要な

路線であることから、国道37号のチャス・クリヤトンネルの安全対策、国道230号の道の駅

とうや湖付近の歩道設置と留寿都村との行政界付近の線形改良、町道ビワオク線及び板谷川

大通り線の道道昇格及び整備、とうや湖ぐるっと一周線の整備、道道豊浦洞爺線の洞爺地区

市街地の山側区間の歩道整備を国や北海道に対し、引き続き要望するとともに、国道37号の

歩道灯を改修いたします。 

  また、眺湖通り線は、本年６月に完成予定となっておりますが、完成後は大型トラック等

がこの道道を通ることになり、洞爺湖大通り線の混雑解消になるところです。信号機、横断

歩道などの交通安全対策については、これからも公安委員会等へ引き続き要望してまいりま

す。 

  町道の通学路危険箇所対策については、洞爺湖町通学路安全推進会議にて検討し、改良計

画を策定し、実施してまいります。伏見橋の復旧は本年開通を予定しておりますが、花和地

区のニナルカ橋ののり面保護対策工事等についても、引き続き北海道へ要望してまいりま

す。 

  交通環境においては、近年、高齢者の交通事故や運転免許証の返納により、生活利便性の

確保のための自家用車にかわる交通手段が不可欠となっております。今後、公共交通への需

要が高まることから、公共交通を維持するための高齢者交通費の有料化や、より効率的な公

共交通の手法について、町民皆様のご理解を得られるよう、取り組みを進めてまいります。 

  消防・防災体制については、１市３町（伊達市、壮瞥町、豊浦町、洞爺湖町）合同による

有珠山噴火総合防災訓練の実施など、みずからの命はみずから守るため、自助の醸成、自主

防災組織の設立及び活動に対する積極的な支援による地域の防災力としての共助体制を強

化、さらに、災害時における被災者支援を総合的にかつ効率的に実施するため、被災者支援

システムの導入など、公助の充実を図ります。 

  これら自助、共助、公助が連携することにより、町民と行政が一体となった防災体制の構

築を進め、洞爺湖町の防災力の向上に努めてまいります。 

  水道の使命である安全で良質なおいしい水の安定供給を図るため、上水道・簡易水道事業

において、月浦浄水場のろ過膜を更新、道路整備による配水管移設工事、老朽管の布設がえ

工事を実施するとともに、水源の保全及び施設の整備を行ってまいります。 

  下水道事業については、公有水域の水質保全と生活環境の保持を図るため、虻田下水道週

末処理場やとうやクリーナップセンター、中継ポンプ場及び管渠施設のストックマネジメン

ト全体計画を策定するとともに、施設の長寿命化に努め、下水道施設の適切な管理を行って
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まいります。 

  廃棄物処理については、循環型の廃棄物ゼロ社会の形成を目指し、施設の改修による処理

方式の変更により、新たな生ごみ堆肥化施設として再稼働した花美館での生ごみの堆肥化に

よるごみの減量化に努めてまいります。また、住民や事業者への啓蒙活動を推進し、分別収

集の徹底を進め、循環型社会の構築に向け、３Ｒ運動（リデュース・発生抑制、リユース・

再使用、リサイクル・再生使用）を推進してまいります。 

  虻田火葬場は、建築後40年を経過していることから、適正な維持管理のもと、施設の長寿

命化を図ってまいります。また、町民の伊達市での葬祭施設の利用状況等を考慮し、西胆振

１市３町による火葬場共同整備に参画してまいります。 

  洞爺地区の地域振興の重点となる洞爺高校跡地の利活用は、（仮称）洞爺高校メモリアル

公園と洞爺保育所新設の整備を平成30年度完成に向け、着実に進めてまいります。 

  近年、地域における人口の減少や既存住宅等の老朽化等により、空き家が増加傾向にあ

り、適切な管理が行われていない空き家等による景観や安全・衛生面等への影響が出始めて

います。地域住民の生活環境の保全を図り、空き家等をふやさないための方策を示すため、

空家等対策計画に基づき、対策を講じるとともに、利用可能な空き家の定住活用対策のため

の施策等について検討を行ってまいります。 

  雇用については、管内の有効求人倍率は、一昨年、昨年を上回っておりますが、高齢化や

若者の都市部への人口流出などによって、労働力が減少しており、当町においても、雇用の

ミスマッチや職場への定着が進まないことなどによる労働力不足の状況が続いております。

町内の労働環境や雇用状況を的確に把握し、商工会等とも連携しながら町内への就業促進を

図ってまいります。 

  住宅環境は、定住・移住の基本であることから、町内全体の総合的な住宅政策の洞爺湖町

住生活基本計画に基づき、福祉・まちづくり・環境等の関連分野との連携を図りながら進め

てまいります。また、洞爺湖町営住宅等長寿命化計画に基づき、今年度は柳川通り団地外装

改修工事を実施してまいります。 

  定住・移住に向けては、雇用や住宅、生活、教育環境など、複数の要件が密接に関係して

います。子育て応援住宅を整備し、定住促進住宅も入居を開始いたしますが、若者世代の定

住を促進するため、町内企業の求人情報、住宅情報の周知を行うとともに、子育て施策と一

体となった定住しやすい環境づくりを進めてまいります。また、移住定住ガイドブックの作

成や、東京などで開催される移住・交流地域おこしフェア等も活用したＰＲ、移住や起業希

望者の相談窓口の設置のほか、空き店舗活用したチャレンジショップ事業や地域おこし協力

隊との交流による移住・定住後も見据えたサポートを行ってまいります。 

  第２は、誇れる地域特性を生かしたまちづくりであります。 

  火山の恵みである温泉や洞爺湖、縄文遺跡や彫刻群など、この地ならではの地域資源を魅

力として意識し、楽しみとすることで、まちの活性化を生み出します。 

  洞爺湖有珠山ジオパークは、「変動する大地との共生」をテーマに貴重な地質遺産のも
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と、防災、減災教育、さらに、あらゆる大地の恵みを生かし、地域がこれからも発展してい

くための取り組みを大きな柱としています。平成27年11月、これまでユネスコの支援事業と

して行われてきた世界ジオパークネットワーク活動が、世界的ブランド、「ユネスコ」の正

式事業となり、世界遺産同様、国際的に高い評価を受けるものとなっています。現在、日本

に８地域しか認められていないまちの優位性を発揮し、さまざまな地域資源を再認識・活用

しながら、まちの認知度・発信力を高め、人・もの・情報の交流拡大を推進してまいりま

す。 

  本年は、４年に一度のユネスコ世界ジオパークの再認定審査の年となっております。再認

定には、関係機関や地域住民と一体となった取り組みが必要となりますので、洞爺湖有珠山

ジオパーク推進協議会を中心に、再認定に向けた取り組みを進めてまいります。 

  火山の恵みの一つである温泉は、近年では洞爺湖温泉の泉源の温度低下が最大の課題であ

りましたが、洞爺湖温泉利用協同組合を中心として、観光事業者や関係機関の協力のもと、

金比羅山周辺での再生可能エネルギー、地熱発電（バイナリー発電）導入に向けた試掘調査

に取り組み、高地熱水、毎分400リットルで100度Ｃの確認、モニタリング調査を経て、今年

度より発電開始（50キロワット）となる予定であります。 

  高地熱水の２次利用での各施設への本格供給が開始され、高地熱水を利用した商品開発な

ど、魅力ある観光地づくりとホテル・旅館の安定経営が図られるとともに、循環型再生可能

エネルギーを活用した国際的観光地づくりを一層進めてまいります。 

  また、西山地区での地熱資源の活用は、平成28年度に西山地区の地熱資源開発可能性調査

として、北海道立地質研究所に調査を委託し、その調査結果をもとに資源の有効利用の可否

について検討してまいります。同時に、優良な地下資源の有効利用が可能となった場合の発

電事業や農業関連事業など、新たな地域産業の創出、健康福祉等での利活用の可能性につい

て検討を進めてまいります。 

  洞爺湖温泉の観光入り込み客数は、特に東・東南アジア圏の外国人観光客への積極的な誘

致活動により順調な回復を見せており、外資系ホテルがオープンするなど、外国人観光客の

占める割合は過去最高の40％で、洞爺湖温泉観光協会の目標値である宿泊延べ客数70万人に

迫る勢いとなっております。 

  外国人観光客向けのＷｉ-Ｆｉや観光案内（コンシェルジュ）は好評であり、中国・台湾

からの個人旅行客（ＦＩＴ）の増加を受け、冬季２次交通バスなど新たな取り組みも高く評

価されております。2018年には宮古～室蘭フェリー就航、平昌（ピョンチャン）冬季オリン

ピック・パラリンピック開催、2020年には白老町に国立アイヌ民族博物館が開設、同年、東

京オリンピック・パラリンピック合宿誘致など、ジオパーク、登別洞爺広域観光、ニセコ・

倶知安（スキー、サイクリング）圏域などと連携を強化し、取り組むことが重要となりま

す。観光施設の維持、景観保全やおもてなしの心を大切にした接客など、外国人観光客のみ

ならず、多くの方々に愛され、訪れられる観光地づくりを進めてまいります。 

  観光施設については、新たに洞爺湖町月浦運動公園「ポロモイスタジアム」がオープンい
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たします。施設運営管理については指定管理で行い、ＮＰＯ法人洞爺にぎわいネットワーク

のワンストップサービスと連携した利便性の向上と、北海道コンサドーレ札幌（株式会社コ

ンサドーレ）との協定連携によるスポーツ観光の推進を図ってまいります。また、老朽化が

著しい森林博物館は、今後のあり方や財源などの検討を開始しております。火山科学館の映

像（３面映像）についても老朽化した機材を更新してまいります。 

  町内ホテル・旅館における民間大規模建築物の耐震化については、耐震診断結果に基づ

き、引き続き耐震改修設計を実施する建築物所有者への支援を実施してまいります。 

  とうや湖ぐるっと彫刻公園の活用や休止している国際彫刻ビエンナーレ事業の検証ををす

るなど、洞爺湖芸術館を核とした芸術文化を活用した心の豊かさや生活に潤いのある地域を

目指すとともに、自然との触れ合いと縄文のたたずまいを体感できる高砂貝塚の整備を進め

てまいります。また、史跡入江・高砂貝塚を含む北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺

産登録を目指し、関係機関との連携や情報発信に取り組んでまいります。 

  自然公園・水辺の整備は、町内外の人たちが自然に触れ、ゆっくりと時間を過ごすことが

できる憩いの場、子供たちが安心して遊べる場となるよう、公園・緑地などの整備に努めて

まいります。また、春秋の町内一斉清掃、前浜の海浜清掃・湖畔の清掃活動を初め、花と緑

あふれる環境づくりを図る、花いっぱい運動など、美化・緑化活動については、今後もまち

ぐるみでの活動の輪が広がるよう、引き続き推進してまいります。 

  地域総合交流協定を締結する酪農学園大学とは、洞爺湖中島の自然環境や湖水内保全対策

等の生物多様性や自然環境保全に向けた取り組みを進めておりますが、今後も教職員、学生

が地域とかかわりを持てるよう、連携してまいります。 

  第３は、競争力ある地域に根差した元気産業のまちづくりであります。 

  他産業との連携による経営基盤やブランド力の強化に向けた取り組みのほか、医療福祉分

野の人材育成や支援体制の構築等により、産業を元気にします。 

  洞爺湖町の農業は、北海道でも先進的な取り組みを進めてきたクリーン農業を核としてお

り、農業研修センターで土づくりに重要な土壌分析を行っております。ＪＡとうや湖や農業

改良普及センターなど、関係機関と連携を図り、分析データに基づく施肥設計指導を推進す

るとともに、農産物の品質のよさ、おいしさを普及し、地域農業を守り育ててまいります。 

  さらに、ＪＡとうや湖につきましては、従来からの継続事業に加え、バレイショ選別機の

老朽化による更新と取扱量の増加による貯蔵施設の施設・設備の新設に対し、支援してまい

ります。 

  また、有害鳥獣による農作物への被害を低減させるため、猟友会やＪＡとうや湖の協力を

いただき、捕獲作業を進めるとともに、近年増加しているアライグマについて地域全体で増

加を防ぐため、農業者への捕獲技術の普及に努めてまいります。 

  農業後継者の育成については、担い手育成のためのＡＣとうやや、ＪＡとうや湖青年部の

農業知識向上勉強会開催や研修活動に対し、支援するとともに、婚活交流事業を継続して実

施してまいります。 
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  地域農業の競争力強化、農業振興、地域活性化に重要な役割を担う、畑地かんがい用水の

安定した供給のため、大原二期地区の地区調査が今年度から国で進められますので、関係機

関と連携を密にし、推進してまいります。 

  林業につきましては、未来につなぐ森づくり推進事業により、引き続き森林整備について

支援を行ってまいります。 

  水産業では、昨年の台風10号の被害やホタテガイの大量へい死の影響で復旧費用や雑物処

理費用の負担の増加と大幅な収入の減少により、大変厳しい状況となっております。このた

め、増加する雑物処理費用へのさらなる支援を行うとともに、大量へい死となっている原因

究明のため、環境調査について噴火湾沿岸の自治体や漁協が一体となって、国や道へ要望し

てまいります。 

  また、ウニの安定生産に向けた取り組みやナマコの資源管理については、漁協浅海部会や

試験研究機関とも協議を進め、ナマコ礁の設置と種苗の放流事業の可能性について調査をし

てまいります。また、近年、組織的な密漁が管内でも多数発生していることから、取り締ま

り機関とも連携を密にし、ウニやナマコ等の貴重な磯根資源を守ってまいります。 

  虻田漁港大磯分区については、ホタテ出荷が始まる12月までには臨港道路が完成するよ

う、北海道へ引き続き要望してまいりますが、大磯分区整備が竣工することにより、漁業者

が作業しやすい環境が整うとともに、有珠山噴火災害時の漁港としての機能が整うことにな

ります。 

  内水面漁業の振興については、引き続きヒメマスとワカサギの資源の安定化を図ることを

目的に、試験研究機関の協力を得て試験事業を行う洞爺湖漁協に対し、支援を行ってまいり

ます。 

  商店街においては、近隣の大型店舗への消費者の流出やインターネット販売、通信販売の

普及により町内消費が減少しており、町内建設業においても住宅新築件数が年々減少し、資

材の高騰や作業員が不足するなど、大変厳しい状況が続いております。また、経営者の高齢

化や後継者不足による空き店舗の増加が予想されています。 

  引き続き商工会と連携し、ぐるっと洞爺湖プレゼント事業やリフォーム支援事業について

支援を行い、地元商店街での消費の拡大と建設工事の増加による地域経済の活性化を図ると

ともに、空き店舗の有効活用により、新たな起業者をふやすためのチャレンジショップ事業

についても、移住政策と連携して進めてまいります。 

  また、異業種間の人と人との交流を通じたつながりから、それぞれの産業の取り組みなど

を理解し、地場産品を使った魅力的な商品開発や地域づくりの取り組みへと発展していくこ

とを目的としております。道の駅や水の駅の協力を得ながら、ブランド化への取り組みを進

めるとともに、グルメ・ワイン祭りなど、農業、漁業、商工業、観光業が連携して実施する

イベントへの支援を行ってまいります。 

  洞爺湖町の医療・福祉分野は、事業所、従業員数が多く、まちの産業構造において、観光

関連とのツインタワーとなっています。医療施設や介護施設、在宅医療や介護といったサー
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ビスを提供する側の環境や質の向上に向け、保健、医療、福祉、介護が連携した支援を推進

してまいります。 

  第４は、心豊かに子供を育むまちづくりであります。 

  結婚、出産、子育ての希望をかなえ、学習環境や子育てしやすい地域社会を整えること

で、子供の健やかな成長、出生率の向上、若い世代の定住を促す施策を行い、切れ目ない支

援を実施してまいります。 

  今年度より、ふるさと納税寄附金の活用をさせていただき、子育て支援と教育環境の整備

をさらに充実させてまいります。 

  安心して出産できる地域として、妊娠から出産・産後までの医療機関等との連携をしなが

ら、相談体制や支援を行うとともに、妊婦健診や不妊治療費等への助成の継続により、出

産・子育ての希望がかなう環境づくりを進めてまいります。また、乳幼児の健康管理と親の

育児支援のため、家庭訪問や乳幼児健診による相談や支援、子育てサロンの開設による小さ

な子供でも遊べる場所を提供し、母子の交流を促進してまいります。 

  子育て支援では、子供・子育て支援を総合的に推進する洞爺湖町子ども・子育て支援事業

計画のもと、全ての子供が平等かつ健やかに暮らすことができるまちづくりを目指し、家庭

や地域、福祉・保健、教育などの関係機関が連携した環境の整備や子供の貧困対策、子供と

親の適切な食行動ができる食育活動の推進などに取り組んでまいります。 

  中学生までを対象とした乳幼児等医療助成の拡大とインフルエンザ予防接種の無料化、出

産祝い金の支給は、健やかな成長と子育て世帯の経済的な負担の軽減を図るため、継続して

実施してまいります。新たな支援充実として、保育料・幼稚園教育費の半額助成と、乳児の

いる保護者世帯を対象とした紙おむつ処分のための指定ごみ袋を支給いたします。また、子

供たちの将来にわたる胃がんの発生を予防するため、中学２年生を対象としたピロリ菌検査

を実施いたします。 

  教育には、少子化の進行や国際化・情報化の進展など、変化の激しい社会情勢の中で、地

域の未来を担う子供たちの「確かな学力」、「豊かな人間性」、「健康・体力」の調和的な

発達により、「生きる力」を育てることが求められています。総合教育会議において、地域

の課題や教育のあるべき姿を共有し、洞爺湖町教育大綱に沿いながら、教育委員会と連携し

た学習環境の充実を図ります。 

  第５は、優しさあふれる健康福祉のまちづくりであります。 

  健康福祉のまちづくりでは、保健・福祉・介護・医療・住民が連携し、サポート体制の充

実を図ることで、いつまでも健康で安心した暮らしを続けられる地域を創造します。 

  保健・医療では、急激に進む高齢化社会において、誰もが心身ともに健やかで活力ある生

活を送ることができるよう、健康づくりや誰もが安心して医療を受けられる地域医療体制を

確立していくことが必要であります。 

  「洞爺湖町健康づくり計画」及び「食育推進基本計画」を基本に、基本健診やがん検診等

の積極的な受診勧奨を行い、受診率の向上に務め、早期発見・早期治療に結びつけるととも
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に、受診結果の活用により、生活習慣病の予防・改善のための支援や健康教室・健康相談を

通じた疾病の予防及び重症化予防に努めてまいります。 

  また、感染症の拡大防止を図るため、個別予防接種を適切に行うよう、対象者への勧奨に

努めるとともに、脳ドック検診や高齢者に対するインフルエンザのワクチン接種の費用助成

を継続いたします。 

  医療体制については、町内には病院、診療所、歯科診療所がそれぞれ地域医療を担ってお

り、救急医療は、西胆振は一次・二次・三次救急医療体制及び周産期医療体制が確立されて

いることから、広域連携による支援とともに、町内の一次救急医療体制を維持していくため

の支援を継続いたします。 

  地域福祉においては、町民の地域生活を支えるための公的な福祉サービスの充実が求めら

れると同時に、地域住民を主体とする支え合いの仕組みづくりが必要であり、地域福祉分野

を中心とした施策と方向性を定めることを目的に第２期洞爺湖町地域福祉計画を策定いたし

ます。また、社会福祉協議会と連携し、福祉ボランティア活動の普及や人材育成にも努めて

まいります。 

  高齢者福祉では、医療や介護が必要な状況となっても、住みなれた地域で、安心して生活

が送れるための適切なサービスの提供に向け、第７期高齢者福祉計画・介護保険事業計画を

策定し、地域包括支援センターを中心とした保健・医療・福祉の連携により、地域包括ケア

システムの構築と、介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な事業遂行に努めてまいりま

す。 

  また、昨年度から、認知症などにより、行方不明になるおそれがある高齢者を支援するボ

ランティア団体に、見守り支援の先駆的事業として、位置情報機器を無償で貸し出しており

ますが、今年度はさらに台数をふやすとともに、地域での介護予防の担い手となる地域サロ

ンサポーターを養成し、認知症予防運動等を取り入れた地域でのサロン開催に向けた支援な

ど、地域が地域を見守る活動を支援してまいります。 

  障がい者福祉については、障がいのある人もない人も、社会・経済・文化など幅広い分野

にわたって、ともに活動することが本来のあり方であるというノーマライゼーションの理念

に基づき、サービスの見込み量やその確保方策などを定める「第３次洞爺湖町障がい者基本

計画」及び「第５期洞爺湖町障がい福祉計画」を策定し、障がい者の権利と平等、そして、

ともに安心して暮らせる社会づくりに努めてまいります。また、手話が言語であることを

知ってもらうことで、全ての人が心豊かに暮らすとともに、誰もが安心して洞爺湖町を訪れ

ることができるよう、手話への理解と普及活動に努めてまいります。なお、新たな事業とし

て、身体に障がいのある方が、みずから運転し、自立した日常生活を送るために必要な自動

車を改造する場合、その費用の一部を助成いたします。 

  社会保障では、生活困窮世帯に対する自立支援として、社会福祉協議会や自治会、民生委

員、福祉委員、さらには各関係機関と連携を図り、相談や支援体制の推進に努めてまいりま

す。 



－21－ 

  国民健康保険事業については、課税限度額の一部を改定することから、より一層保険税の

収納率向上に取り組み、国保の安定運営に努めるとともに、ジェネリック医薬品の利用促進

及びレセプト点検の徹底による医療費の適正化に努めます。また、町民の皆様の健康増進、

疾病の重症化を予防する上で重要な特定健康診査について、洞爺湖町国民健康保険第２期特

定健康診査等実施計画に基づき、健診受診率向上に努めるとともに、本年度で計画期間が満

了となることから、新たに第３期計画の策定に取り組んでまいります。 

  国民健康保険事業は、平成30年度から、北海道が財政運営の責任主体となり、市町村との

共同運営になりますが、制度改正への対応や市町村事務処理標準システムの導入など、制度

移行に備え、迅速に対応できるよう、準備を進めてまいります。 

  第６に、人が輝き、にぎわいを生み出すまちづくりであります。 

  町ににぎわいを生み出し、未来につなぐまちづくりのためには、人づくり、人とのつなが

りづくりが必要不可欠であります。 

  家庭・仕事・学校・地域など、あらゆる分野で男女が平等な立場で活躍できる男女共同参

画の普及やさまざまな社会活動を通じて、みずからの人生観や社会観を確立する青少年の健

全育成に取り組んでまいります。 

  また、町内各自治会の自主的活動への支援や行政と自治会の橋渡し役として定着してきた

地域担当職員制度による活動を推進するとともに、元気な高齢者や移住者が、地域の住民の

皆様とつながりを持ち、活動できる地域づくりを推進いたします。 

  姉妹都市の箱根町、友好都市の三豊市、ふるさと会との交流活動や英国ボランティア青年

の受け入れなど、国際交流・地域間交流も継続して行うなど、町民誰もがさまざまな活動へ

の参加やそれぞれのつながりを大切にし、互いに協力し合うことで、まちの愛着とにぎわい

を創出してまいります。 

  最後に、健全な財政運営や公共施設の計画的な改修も含めた総合的な管理を進めるととも

に、協働・自立したまちづくりに向けては、町民の皆様にも参画いただき、引き続き施策や

政策の検討・実施・点検・見直しを行い、広域連携による取り組みも実施しながら、効果を

最大限発揮できるよう、努めてまいります。 

  以上、平成29年度の町政執行に臨む私の基本的な所信を申し上げました。 

  町民の皆様並びに議会議員の皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願いを申し上げる

ところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） これで、町政執行方針の説明を終わります。 

  ここで、休憩をいたします。 

  再開を11時40分といたします。 

（午前１１時３１分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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（午前１１時４０分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐々木良一君） 続いて、教育行政執行方針の説明を求めます。 

  遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 教育行政執行方針について読み上げて説明とさせていただきます。 

  平成29年度の教育委員会所管の主要な方針について申し上げます。 

  人口減少を初め、少子高齢化の進行、国際化、情報化の進展など変化の激しい社会情勢の

中で、未来を担う子供たちが心豊かにたくましく成長し、全ての町民が健やかで充実した生

活が送ることができるよう、生涯学習を推進いたします。 

  平成29年度を初年度とする第２次洞爺湖町の教育目標と教育ビジョンを本町教育の柱に据

えて、幼児期から高齢期までのバランスのとれた教育を実践してまいります。 

  以下、主な方針を申し上げます。 

  第１は、幼児期の保育及び教育の推進であります。 

  洞爺湖町子ども・子育て支援事業計画（平成27年度から平成31年度）に基づき、生涯にわ

たる人間形成の基礎を培う大切な幼児期の子供たちの健やかな心身の発達を促すなど、計画

の推進に努めてまいります。 

  子育て支援の充実を図るため、保育所及び私立幼稚園の利用者負担額（保育料）を現行の

２分の１とする軽減対策を実施いたします。 

  小学課程へのスムーズな接続のため、保育所等と小学校間で保育、教育活動を相互に確認

し、連携ある活動を推進してまいります。 

  一時預かり保育事業については、引き続き本町地区、洞爺湖温泉地区及び洞爺地区におい

て実施いたします。 

  老朽化した洞爺保育所は改築に向け、取り組みを進めてまいりますが、僻地保育所のさく

ら保育所については、入所見込み児童数の減少により、引き続き休所とし、洞爺地区の保育

のあり方を検討してまいります。 

  また、津波避難区域内にある本町保育所及び老朽化した入江保育所の統合移築について

も、保護者等との協議を進めてまいります。 

  子育て支援センターについては、健康福祉部局とも連携し、保育所開放、育児相談、子育

てサークルの支援などの活動を行ってまいります。 

  子ども・子育て支援法に基づく施設型給付施設である町内の私立幼稚園については、引き

続き支援をしてまいります。 

  第２は、学校教育の推進であります。 

  「確かな学力」、「豊かな人間性」、「健康・体力」のバランスよい向上を図り、社会で

生きていくための実践的な力の育成に取り組んでまいります。 

  学校と地域が連携・協働して、地域全体で児童生徒の成長を支える方策として、保護者代

表や地域住民の代表などで組織するコミュニティ・スクール（学校運営協議会）を洞爺地区
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の学校で先行実施いたします。 

  家庭や地域などと協力した多様な教育の機会の充実を図るため、地域参観日等を土曜授業

として試行的に実施してまいります。 

  小・中連携教育を図るため、小中乗り入れ授業を引き続き実施するとともに、調査研究を

行ってまいります。 

  ＩＣＴ（タブレット）活用授業については、モデル校を指定して、環境整備や機器を導入

し、子供たちの学習への興味・関心を高めるとともに、わかりやすい授業展開など有効な活

用研修に取り組み、調査研究を進めてまいります 

  町内小中学生を対象とした独自の共通テスト実施などの洞爺湖町教育改善推進事業につい

ては、引き続き取り組んでまいります。 

  各学校を専門的立場から指導・助言を行う、教育指導専門員を引き続き配置してまいりま

す。 

  全国学力・学習状況調査では、児童生徒の努力、各学校の取り組みや家庭の協力により、

徐々にではありますが、一定の成果を見てとることができます。また、子供たちに望ましい

学習習慣を定着させ、自立した生き方を支える基礎的・基本的な資質・能力を育成するた

め、児童生徒の能動的な学習として、主体的、対話的で深い学び（アクティブ・ラーニン

グ）の実現を目指した授業改善、学校改革が効果的に行われるよう、指導してまいります。

基礎力向上のための学習支援員を一部の学校に配置していますが、今年度も継続し、体制の

充実を図ってまいります。町単独の学力検査を継続し、教科指導等の参考としてまいりま

す。 

  特別支援学級において、子供たちの活動を支援する介護員の継続配置とともに、さまざま

な問題を抱える子供たちの学習をサポートする支援員については、増員して配置してまいり

ます。また、関係機関と情報共有化を図り、早期からの相談体制、専門性の向上を図るた

め、新たに作成した幼児から使用できる個別支援ファイルを活用し、指導計画、教育支援計

画の充実に努めてまいります。 

  環境教育、防災教育については、次の世代に引き継いでいく学習を推進し、洞爺湖、有珠

山、縄文遺跡、ジオパーク等について、火山マイスターなど、専門家や関係機関の協力を得

ながら学習を深めてまいります。あわせて、有珠山噴火や地震・津波災害等についても理解

を深める防災学習を推進します。中学２年生を対象とした避難所開設体験学習会につきまし

ては、引き続き取り組んでまいります。 

  道徳教育については、発達段階に応じた基本的な規範意識や公正な判断力、みずからを律

しつつ、粘り強くたくましく生きる力、かけがえのない自他の生命を尊重する心など、豊か

な心の育成に努めてまいります。 

  健康を守る取り組みとしては、体力向上を推進するとともに、虫歯予防のためのフッ化物

洗口事業を継続して実施いたします。 

  いじめ、問題行動、不登校等については、学校、家庭、地域及び関係機関の連携により、
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適切な対応に努めてまいります。 

  特にいじめの芽は、どこにも、誰にも起こり得る、しかも被害者にも加害者にもなり得ま

す。いじめ防止徹底に努力し、早期発見、早期対応に取り組んでまいります。 

  また、不登校児童生徒への対応として、昨年度から配置した教育指導専門員や学校、そし

て関係者が連携して、一体となった取り組みを進めてまいります。 

  通学路の危険箇所対策については、地域の方々や関係機関などで構成する洞爺湖町通学路

安全推進会議において検討し、安全確保に努めてまいります。また、交通安全教室などを通

して、子供の安全対応能力を高めるとともに、防犯協会などの協力をいただき、地域で子供

たちを守り育てる体制づくりに努めてまいります。 

  高校教育については、虻田高等学校の生徒募集、部活動支援などに対する補助を継続し、

引き続き存続に向け、努力してまいります。 

  また、今後の支援のあり方について、関係者等と協議してまいります。 

  学校施設等については、施設などの破損、修繕状況等を確認しながら、順次改善を図って

まいります。 

  姉妹都市交流事業であります中学生の箱根町との親善交流は継続して実施してまいりま

す。また、町内各学校が参加する洞爺湖子ども芸術文化フェスティバルについては、昨年

度、初めて全学校の児童生徒が参加して実施され、好評を博したことから、引き続き全校児

童生徒の参加として学校間、世代間の交流の充実を支援してまいります。 

  町育英資金貸付及び給付事業については、継続して実施し、進学・就学の支援を行ってま

いります。 

  平成32年度から小中学校において、次期学習指導要領が順次実施されます。小学校では英

語授業の時間数の増加などが見込まれており、学校運営に支障を来すことのないよう、校長

会などと連携を図り、準備を進めてまいります。 

  学校給食については、衛生管理や施設管理を適正に行えるよう、引き続き安全を期してま

いります。あわせて、食物アレルギー対応に関するガイドラインやマニュアルに基づいた取

り組みを進め、学校における食物アレルギー事故防止の徹底を図ります。 

  また、食育の一環として地産地消をさらに進め、地元の食材を多く取り入れた献立づくり

や郷土の食文化を理解するための「食」指導を継続し、地場産食材の活用促進や特色を生か

した魅力ある給食の提供をしてまいります。 

  給食費につきましては、吟味した物資購入や二町共同購入などの自助努力をしながら、前

年度と同額の給食費並びに給食内容で実施してまいります。 

  石綿含有断熱材が使用されていると思われる虻田給食センターの煙突につきましては、新

しい煙突を設置するなどの工事を実施いたします。 

  第３は、社会教育の推進であります。 

  生涯学習社会の構築に向けた社会教育を推進するため、策定された第２次洞爺湖町社会教

育中期計画（平成25年度から平成29年度）に基づき、町民一人一人が生涯にわたって心豊か



－25－ 

に学び続けることができるよう、洞爺湖町の教育資源を活用した学習や文化・スポーツ活動

を推進してまいります。 

  また、計画期間を平成30年度から平成34年度とする第３次洞爺湖町社会教育中期計画の策

定に取り組んでまいります。 

  乳幼児教育については、本を通した親子の触れ合いを育む機会として乳幼児健診時に実施

しておりますブックスタート事業や家庭における電子メディアの適正な活用などの情報提供

を行う子育てメソッド形成事業を引き続き実施し、家庭教育の重要性や望ましい生活習慣の

定着を推進します。 

  また、子育てサークルについては、各種事業において母親同士の情報交換や仲間づくりの

活動支援を行ってまいります。 

  少年教育については、引き続き酪農学園大学との連携を図りながら、洞爺湖ＧＥＮＫＩＤ

Ｓなどの体験活動を実施し、環境問題や地域学習の機会を提供してまいります。 

  ボードゲームなど電子機器を使用しないゲームの奨励により、子供同士のかかわり合いや

コミュニケーション能力の向上を図ってまいります。 

  香川県三豊市との交流事業、ふるさと・ふれあい・フレンドリーツアー事業については、

引き続き両市町の友好関係を一層深めるよう、内容の充実を図ってまいります。 

  放課後児童健全育成事業（学童保育）については、子供たちが安心・安全に過ごせるよう

な環境を維持し、現行の開設時間を平日は30分、土曜日及び学校の長期休み等の休日は１時

間の延長をいたします。 

  学校支援地域本部事業については、町内の全小中学校と地域住民から登録をいただいた

方々との情報共有を図りながら、学校支援ボランティア活動の取り組みを進めてまいりま

す。 

  また、小中学生を対象に基礎的な学習を身につける場の提供と高校受験対策を目的とした

学習支援事業、地域未来塾の実施については、学習習慣や学力向上の面からも、引き続き事

業の実施と充実を図り、学校・地域との連携のもと、取り組んでまいります。 

  青年・成人教育については、社会活動への積極的な参加が図られるよう、支援を行ってま

いります。また、地域社会の人材育成を目的として、町内の個人や団体を対象に、青年や地

域活動リーダー等が自主的に本町の地域活性化につなげるための研修を行う費用の一部を助

成する人づくり育成事業を実施してまいります。 

  女性教育については、社会の多様な場面に参画する中で指導的な役割を果たせるよう、女

性リーダー養成研修への派遣を引き続き実施するとともに、女性団体の活動を支援してまい

ります。 

  男女共同参画事業については、男女がともに参加できる事業として、きずな学級を引き続

き実施するとともに、男女間格差を取り除くための情報の共有や啓発を進めてまいります。 

  高齢者教育については、「いきいき学園」などを中心に学習意欲の高揚や知識の習得を図

りながら、健康づくりや生きがいづくり、仲間づくりを行ってまいります。また、高齢者の
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持つ長い人生経験、職業経験で得た学習の成果を生かし、積極的に社会貢献できるよう、支

援してまいります。 

  芸術文化の振興については、町内文化団体等と連携を図り、地域の芸術文化の発展に努め

てまいります。また、町民の方々に芸術鑑賞の機会を提供するため、幅広い年齢層の方々が

楽しめるよう、さまざまな分野での芸術文化活動の提供を図ってまいります。 

  高砂貝塚等の保存整備事業については、平成27年度から５カ年計画で整備を進めておりま

す。本年度は高砂川の水路の改修や園路の整備等の工事を行いますが、専門家らで構成する

保存整備委員会の意見を十分に伺いながら取り進めてまいります。 

  史跡入江・高砂貝塚への関心や縄文の理解をより深めていただくため、「縄文まつり」や

縄文ロビー講座等の内容の充実に努めて実施してまいります。 

  郷土の歴史や文化を学ぶ「文化財ウォークラリー」を引き続き実施し、郷土に対する理解

を深めていただく事業としてまいります。 

  また、入江・高砂貝塚を含む北海道・北東北の縄文遺跡群のユネスコ世界遺産登録の実現

を目指して、関係自治体と連携して、引き続き取り組んでまいります。 

  虻田郷土資料館並びに洞爺地区郷土資料室の展示物については、地域ごとに特色のある収

蔵に努め、定期的な展示がえ等を行いながら、充実した施設の運用に努めてまいります。 

  読書活動については、第２次洞爺湖町子どもの読書活動推進計画に基づき、読書に親しむ

機会づくりに取り組んでまいります。また、あぶた読書の家、みずうみ読書の家、洞爺総合

センター図書室間で図書システムが導入され、読書環境の整備や利用者の利便性が図れたこ

とから、一層の読書活動の推進に取り組んでまいります。 

  スポーツ活動の推進については、指導者の確保を図るため、人材育成に努めてまいりま

す。また、あぶた体育館を初めとした体育施設だけでなく、学校体育館の開放事業を活用

し、スポーツ団体の自主的な活動を支援してまいります。さらに、スポーツ推進委員やスポ

ーツ関係団体との連携を深め、各種スポーツ教室やスポーツ事業など、町民の方々のニーズ

に合わせた体育振興事業を実施してまいります。 

  社会教育施設及び社会体育施設については、今後も施設の適正な維持管理を行い、子供か

ら高齢者までの誰もが安全に安心して利用することができるよう、努めてまいります。 

  また、旧洞爺湖温泉中学校体育館については、地域の体育振興等で施設の有効な活用が図

られるよう、関係機関等と協議を進めてまいります。 

  以上、平成29年度の主要な方針を申し上げました。 

  冒頭で申し上げましたとおり、平成29年度は第２次洞爺湖町の教育目標と教育ビジョンの

初年度となります。この計画に定められている教育理念、そして教育目標を念頭に、未来を

担う子供たちが健やかに成長するため、学校、家庭、地域はもとより、関係機関等との連携

を図りながら、本町教育の充実に全力で取り組むとともに、町民の皆様が心豊かに生き生き

と学び合うことができる生涯学習社会の実現を目指してまいります。 

  議員各位、町民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 
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  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で、町政執行方針について並びに教育行政執行方針についての

説明を終わります。 

  ここで、昼食休憩に入ります。 

  再開を午後１時といたします。 

（午後 ０時０１分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後１時００分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎一般質問について 

○議長（佐々木良一君） 日程第７、一般質問を行います。 

  本日は、10番、七戸議員と６番、立野議員の２名を予定しております。 

  初めに、10番、七戸議員の質問を許します。 

  10番、七戸議員。 

○10番（七戸輝彦君） 10番、七戸でございます。 

  きょうは、大きく１点に限り質問をさせていただきたいと思います。 

  町長、副町長に対しましては、私の健康問題で、非常に心配をおかけしました。心配して

いただいたことに対しまして、先にお礼を申し上げておきたいと思います。 

  いろいろな体験をしまして、健康福祉と公共施設の喫煙所の撤廃という題名で出させてい

ただきました。ここに至るまでには、その前段でいろいろなことがあるのですけれども、ま

ず、町政執行方針のまちづくり総合計画の中から、健康問題については、やさしさあふれる

健康福祉のまちづくりと第５番目に書かれているわけです。予算委員会の中でもまた聞く機

会があるかと思いますので、これまでの脳ドックの取り組みについて伺いたいと思います。 

  この脳ドックの検診に関しましては、始まってからそんなに年数がたたないわけですけれ

ども、初年度は、町民の方々から大分苦情をいただきました。それは、受けたいのに受けら

れないという状況があったようです。それがどのように改善されてきたのか、昨年度の様子

から伺いたいと思います。続いて、ことしは、どのようにするのかについて伺いたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） ただいま、議員のほうからご質問がありました脳ドッ

クの関係についてでございますけれども、脳ドック検診につきましては、北海道脳神経疾患

研究所所有の移動式のモービルＭＲＩによりまして、平成２６年度から、40歳以上74歳まで

の方を対象にいたしまして、脳ドック検診事業を実施しまして、３年が経過しているところ

でございます。 

  脳ドックの実施状況でございますけれども、開始初年度におきましては、定員100名で事
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業を開始いたしましたところ、大変多くの申し込みがございまして、さらに100名を追加し

まして200名の定員を何とか確保して事業を実施したところでございます。また、232名の方

が検診が受けられなかったのですが、この方々につきましては、次年度の優先受診者とさせ

ていただいたところでございます。 

  27年度におきましては、北海道脳神経疾患研究所の特別なご協力をいただきまして、300

名の定員を確保し、抽せんにより事業を実施いたしましたけれども、また、多くの申し込み

がございまして、104名の方が、次の年の優先受診者となってございます。 

  本年度、28年度につきましては、200名の定員で抽せんにより実施いたしましたけれど

も、13名の方が、次年度の優先受診者となってございます。 

  平成29年度におきましても、200名分の予算を計上させていただいているところでござい

ます。多くの申し込みがございまして、どう改善していくのかという点については、多くの

町民が受けられるように、私どものほうとしては、北海道脳神経疾患研究所のほうへ、定員

の拡大を何とかお願いしたところですけれども、研究所のほうからは、モービルＭＲＩは総

重量が27トンございまして、冬期間の移動は交通管理上、実施してはいないということで、

また、現在、29町村で脳ドックを実施しており、５月から11月までの日数が全て埋まってい

ることから、29年度においても定員の確保は非常に難しいという回答を得てございます。 

  このため、29年度におきましても、定員200名をふやすことができませんけれども、実施

につきましては、過去２年間、受診したことのある方は、対象から外しまして、抽せんによ

り新規の方を優先して検診を実施してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○10番（七戸輝彦君） 確認なのですけれども、町民の希望者全員が思うように受けられなく

て、翌年度に回して優先順位をつけてきたということについては、洞爺湖町側の問題ではな

くて、検診される側の問題とか機材の問題などで年間200名を確保するのは、これ以上は

ちょっと無理だというのは、相手側の理由によるということでしょうか、確認したいと思い

ます。 

○議長（佐々木良一君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） 今のご質問の内容につきましては、相手方が、もう稼

働日数が全部埋まっておりまして、先ほど申しましたとおり、移動式のモービルＭＲＩが27

トンございまして、冬期間の走行には非常に向かいないということで、期間が短い中でやっ

ておりますので、私どもとしては、拡大はしたいのですけれども、相手側の都合でというこ

とでご了解願いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○10番（七戸輝彦君） 了解です。よくわかりました。それにしても、その年に受けられな

かった方は、優先順位として翌年に回すということですから、その辺はしっかり対応してい

ただきたい、そのように思います。 

  執行方針の中でも、各種検診の執行方針がなされていたわけなのですけれども、当然、予
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防というのも大事なことでありまして、特に、がんなどは、見つけるのが早ければ早いほう

がいいということは当然であります。予防というのはすごく大切だと思います。例えば、薬

を使わなくても予防できるというのは、私の経験からすると、肺がんだけは特殊な知識がな

くても、禁煙をしているというのが第１番目の予防なのではないかと思うわけです。 

  今、２番の話をしているわけですけれども、申しわけないのですが、３番に移って、両方

一緒にさせていただきたいと思います。健康問題などを余り取り上げたことのない私が、唐

突に、どうしてこのお話を取り上げるかといういきさつについて、５分程度で長い時間にな

りますが、お話をさせていただきたいと思います。 

  実は、お正月の６日、ちょうど今から２カ月前です。私はこの日に、家で少量なのです

が、喀血しました。どれぐらいの量かといいますと、ティッシュペーパーを箱で半分使い、

足りなくてタオルを２枚使い、それで救急車に乗って、第一次救急の協会病院まで運ばれた

という経緯がありまあす。本当に、消防隊の救急車の方々には、速く駆けつけていただい

て、速く処置していただいて、速く病院に運んでいただいて、本当に迅速な処置に感謝を申

し上げているところです。 

  ただ、第一次救急で、点滴を受けて５分ほどでそれはとまったのですが、やはり原因があ

るだろうということで、呼吸器のしっかりしているといいますか、お医者さんがたくさんい

る室蘭の製鉄病院に行きましたら、隅々まで調べて、実は、肺にがんがあり、それが原因

だったということがわかりました。 

  当初は、肺がん自体は切れるだろうというぐらい、内視鏡の検査で切れるほどの大きさだ

ということで、ステージⅠ程度ではないかということで言われたのですけれども、小さいく

せに、肺がんというのは飛んであるくのです。転移が、骨のほうに一部見つかりまして、次

に行ったときは、いきなり、ステージがⅣということで、今、抗がん剤治療をしているとこ

ろです。 

  議会で、自分の病気の体験というのは、私も余り聞いたことがないような気がするのです

けれども、きょうは、その体験について少しお話しさせていただきたいと思います。 

  私も、40代の半ばまではヘビースモーカーで、１日50本ほどのたばこをずっと吸ってきま

した。そのほかの年はというと、お酒を飲んだときに一、二本吸うぐらいですから、年間10

本ぐらいをいたずらしていたような状態でした。 

  ただ、肺がんのほうは、たばこをやめて10年、20年たっても、出る人は出るのだそうで

す。それで、肺がんの種類にも、大きく分けて４種類、そのうちの扁平上皮がんといいまし

て、扁平状の上皮にできるがんなのです。これについては、もう99％がたばこの影響と言わ

れているぐらいたばこと密接な関係があります。ですから、いわゆる肺がんの中でも扁平上

皮がんというのは、たばこそのもののがんだということです。ほかに原因はないそうです。

したがって、そのように言われているがんだということですので、ここは禁煙することが大

事かと思うのです。 

  簡単に話をしていますけれども、日本人の半分ぐらいと言われていますので、5,000万人
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ぐらいは、一生のうちにがんにかかるだろうと言われていますが、そのような中の１人だか

ら、大して低い確率ではなくて、がんになること自体というのは、高い確率だと思っていた

だければよろしいと思います。 

  議場でいえば、この議場の真ん中から半分、その程度の方々は、がんになるというリスク

を持っているわけです。ですから、人のことだと思って聞いていたのが私なのです。要する

に、迷信として、でぶはがんにならないと、こういう迷信を信じ切っていたわけです。 

  まちの中でも重いほうのクラスですから、そのようなことも信じていたわけですけれど

も、そうではなかったと。ただ、今はこういうふうに話せるようになったのですけれども、

やはり診察を受けたときのショックというのは半端ではありません。これぐらいのショック

というのは、生まれて初めてです。多分、ステージⅣのがんになった方というのは、ほとん

ど、そういうふうな経験をされていると思うのです。悩みもしましたし、大きな体をして、

うちの家族と泣いたこともあります。それぐらいのことです。取り乱すこともありました

し、その中から今の精神状態に戻るのも結構大変な話でした。 

  そういう中で私は思ったのです。当然、そういう大きな病気をするというのは、自分の宿

命であろうけれども、議員として預かった使命はあるのだろうと思いました。宿命と使命と

いうのは、紙の裏表ぐらいしか差がないのだとそのように思っております。ですから、今

は、まちの中に禁煙を進めて、そして、私のような思いをする人を減らしていく、これが今

現在の私の使命かと思うわけです。 

  この議場の中におられる方に吸われる人もいらっしゃると思うのです。議員の中では２名

の方を押さえているのですが、私の相棒の板垣議員は３カ月前にやめましたので、この質問

を非常にしやすくなったという状況もあるわけです。 

  ちょっと聞いておきたいのですが、下に喫煙所があるのですけれども、福利厚生室か何か

と書いてあります。福利厚生室や厚生室というのは、健康のための話なのに、なぜそこでた

ばこを吸うようになったのか。いろいろな経緯はあるのですけれども、そこに入って吸って

いる職員の方は何人ぐらいいらっしゃって、何割ぐらいになるのですか。そこを伺いたいと

思います。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 喫煙者は全体の22％ということで押さえております。 

○議長（佐々木良一君） 七戸議員。 

○10番（七戸輝彦君） そこで提案があります。私は議員ですので、職員の方に直接言うわけ

にはいきませんが、こういう思いをさせる人というのは一人でも少なくしたいと思っていま

す。 

  町長と副町長が吸う、吸わないという話はあるとは思うのですが、今は、国のほうでもオ

リンピックを迎えるに当たって、全部の飲食店を禁煙にするとか、そのような話をしていま

す。要するに、話がぶつかり合っているのを新聞で見ると、禁煙派と喫煙派の話なのです。

こういう次元の低いところで話をしていてはだめなのです。ですから、今の洞爺湖町議会の
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中の話のほうが、よっぽど次元が高いと思います。 

  命を救おうとか、将来、肺がんの人を少なくしようという話ですから、そういうところか

ら見ると、あの喫煙室というのは一日も早く取り払うべきだとそのように思います。そし

て、仕事中に吸わないだけでは何もならないのです。それを契機にして、家に帰っても吸わ

ない人をいっぱいつくってほしいのです。そういう意味からして、本来的には敷地内の全部

を禁煙にするべきだろうと思うのです。 

  この辺の考え方をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 役場庁舎内における禁煙状況につきましては、平成22年の厚生労

働省の通達を受けまして、庁舎内に３カ所の喫煙所があったのですけれども、受動喫煙防止

対策として１カ所に限定しているところでございます。 

  先ほど議員がおっしゃったように、現在、国においては、2020年の東京オリンピックに向

けまして、厚生労働省の案として、健康増進法の改正案が検討されて、今国会に上程すると

いうことで動いております。この中におきましては、観光庁では建物内禁煙、学校施設では

施設内禁煙ということでございます。また、違反した場合については罰則の規定も検討され

ているところでございます。 

  庁舎の禁煙につきましては、法の改正にかかわらず、早い時期に本庁舎の建物内を禁煙と

することで、今、１階にある消防または職員組合等とも協議して対応してまいりたいと考え

ております。 

○議長（佐々木良一君） 七戸議員。 

○10番（七戸輝彦君） 庁舎内は禁煙にするという話でした。私は、きのう改めて調べたので

す。実は、室蘭管内の庁舎の中でたばこを吸っていたり、吸わなかったり、それから、吸う

場所があったり、なかったりで、庁舎の敷地内に灰皿があったり、なかったりする。 

  私は、実は、このまちはこのまちなりに進んでいると思っていたのです。そうしたら、そ

んなことはありませんでした。今、国の指針の話が出てきましたけれども、国の指針は甘い

です。一番すばらしいと思ったのは、実は豊浦町です。豊浦町は、庁舎内はもちろん禁煙で

す。外に吸うところがないそうです。そういう中で、敷地内は禁煙とうたっていないのだけ

れども、どこにも灰皿がないというのが豊浦町です。 

  あとは、外に喫煙所を設けたというところは、このごろのことではなくて、とても早い時

期に、外に喫煙所を設けているというところもありました。半数は洞爺湖町と同じように分

煙体制で、庁舎内に喫煙所をまとめてあるということだったのです。ですから、この件に関

しましては、庁舎内から取り払ったら、敷地内で禁煙とうたわなくてもいいから、敷地内に

灰皿を置かないことですね。吸えるところを置かないことです。 

  この中にも、幹部で吸われている方がいらっしゃるのはわかっておりますから、健康を守

るためには、自分の退路を断つことです。ですから、今言ったように、敷地内禁煙とうたわ

なくても、喫煙所はなくすと。そういう方向で行っていただきたいと思うのです。庁舎内か
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らなくしました。外に行きました、それでしたら吸う人は一緒ですからね。その辺について

考えていただいて、手本をいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 現段階としましては、庁舎内の禁煙というふうにして検討してお

りますが、敷地内については、現段階については考えておりません。ですので、今後、その

辺に向けても検討してまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） 七戸議員。 

○10番（七戸輝彦君） 灰皿を置かないと言ってほしいのです。今のあの部屋の状態というの

は当然で、多分、下の職員の方々も、今、音声で聞いているでしょうから、今の私として

は、喫煙者の人から恨まれても何をしても構わないです。今、吸っているところというの

は、はっきり言いまして、あれは肺がん製造室です。ですから、そういうようなところに出

入りさせるということ自体がまずいということで、庁舎内を禁煙にする。そういう意味から

いえば、わざわざ外にたばこを吸う場所をつくらないことです。そのように思うのです。 

  禁煙ももっともっと進めていただきたいと思います。その辺はいかがでしょうか。そこだ

けをはっきりお願いしたいのです。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 今、議員がお話しされていることは、非常に重く受けとめておりま

すし、私自身も喫煙をするものでございますので、非常に思うところはあるのでございます

けれども、当面、今の状態というのは、庁舎の中での分煙状態ということを、以前は３カ所

ほどありまして、開放状態でありましたけれども、今は分煙という形で取り組んでいるとい

うことでございます。 

  今回、国会のほうで法律が提出されて通ったという段階ですが、官公庁の場合は、まず、

建物内禁煙ということでございますので、そこら辺のことも含めながら、先ほど、総務部長

が答弁していたように、今後、検討をさせていただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○10番（七戸輝彦君） わかったような、わからないような話なのです。やはり退路を断たな

いと禁煙などはできません。ここではっきり申し上げておきますけれども、私も禁煙をする

ときに、苦しい目にあいました。禁煙というのは、結構苦しいことです。けれども、はっき

り言いますよ。医者から肺がんだと言われる苦しさの1,000分の１ですよ、禁煙の苦しさと

いうのは。ですから、そこのところを胆に銘じて、次の６月議会でもう１回やりますので、

６月議会には、外も全部を取り払いましたという状態をつくっていただきたいと思うので

す。 

  そして、もう一つですが、がん検診などはよくやっているわけですけれども、これは、病

院のほうに禁煙外来というのがあります。病院で扱っている話ですから、たばこから離れな

れないというのは、もう病気の状態というふうに考えてもいいかと思うのです。私ごとで家

族の話なのですけれども、私の息子も、健康のために禁煙外来に通って、たばこをやめまし
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た。職員の方は、禁煙外来に通ってやめようと決意されている方には、それを補助されるぐ

らいの気持ちが町長にあってもいいのではないかと思うのです。 

  あるいは、職員だけというわけにはいきませんから、町民全員に禁煙外来に通ってたばこ

をやめるという決意をして通い始めた人には幾らかでも補助金を出してあげるという時代が

来てもいいのではないかと私は思っています。 

  今は、来年度の予算を決める時期ですから、そうそう簡単にはいかないのですけれども、

これをいつかテーブルに乗せていただきたいと思います。答弁をお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 今、議員がおっしゃったことは、昔、私どもはたばこというのは、

専売公社が三公社五現業で、専売公社が国営企業として販売をしていました。今はＪＴです

けれども、３割ぐらいは国の株があるのかというふうに思います。 

  私も昔から吸っていますけれども、昔は、あくまでも嗜好品というような位置づけで吸っ

ていたわけですが、今は、議員がおっしゃるように、副流煙の関係の受動喫煙もございます

し、また、ニコチン依存症などの疾患という扱いになっているということでございます。で

すから、健康面からすると、好ましいことではないというふうに、私自身も思っているとこ

ろでございます。 

  私どもは、いろいろな検診などにも、可能な限り費用をかけて対応をしているということ

でございますので、将来に向けて検討していきたいと思います。ただ、財政的な問題もあり

ますので、その点はご了承をお願いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 七戸議員。 

○10番（七戸輝彦君） 思いのたけを述べさせていただきました。ただ、やはりそういう時代

は来るのではないかと私は思っています。 

  それから、ほかの公共施設の関係がわからなくて、住民の中の不満として出ているのは、

規制の話ばかりをして申しわけないのですが、うちの集会所で吸えないのに、何でここで吸

えるのだというような話もありますので、喫煙が屋内でできるような町の公共施設というの

は残っているのかどうか、これを伺いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 公共施設の状況でございます。 

  48の公共施設のうち、分煙している建物は、庁舎を含めまして４施設でございます。ま

た、建物内禁煙というのが44施設、また、小中学校、保育所については、敷地内禁煙という

状況になっております。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○10番（七戸輝彦君） 本当は、これについても敷地内全廃すべきで、もうそういう時代で

す。私は、健康の問題として考えるときに、そのように思います。 

  先ほどからの答弁の中に、国の動きの中でということが結構出てくるのですけれども、こ

れについて、私は、国の動きを参考にする必要はなくて、このまちがもっともっと先に進ん
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でいっていいのではないかと思います。 

  今回の喫煙所の撤廃ですとか禁煙の問題については、町長や行政側の責任ではなくて、私

が全部悪者で結構ですので、将来的には全廃するということを目指していただきたいと思い

ます。 

  健康問題については、この禁煙だけの話ではなくて、議員として使命をいただいている限

り、これは追求していきたいと思います。多少きつい言葉になるかもしれませんけれども、

百害あって一利なしという話もあるとおり、喫煙というのは地獄の１丁目です。できれば、

ここにいる方はやめて、幹部として見本を示していっていただきたいと思うわけです。 

  以上、ちょっときつい話でしたけれども、一般質問を終わらせていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（佐々木良一君） これで、10番、七戸議員の質問を終わります。 

  次に、６番、立野議員の質問を許します。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） ６番、立野広志です。 

  それでは、早速、質問に入りたいと思います。 

  今回は、３件の質問を提出させていただきました。 

  最初に、（仮称）大滝風力発電事業に対する町行政の対応についてということで、質問を

させていただきたいと思います。 

  通告にもありますように、今、2020年の着工を目指して計画中で、仮称ということになっ

ているのですが、大滝風力発電事業は、発電出力が最大で９万1,200キロワット、１基当た

り3,200から3,800キロワットという風車で、国内の中でも最大級の風車であるそうですが、

これが24基建設されようとしています。風車の高さが136.5メートルから143.5メートルで、

さっぽろテレビ塔の高さが147メートルをちょっと超えるぐらいですので、さっぽろテレビ

塔並みの風車が24基建設されるのです。 

  今、国が定める環境影響評価も、配慮書の段階を過ぎて、現在は方法書の縦覧と審査が行

われています。この間、住民への説明が行われてきましたけれども、健康や環境に与える影

響の認識や調査がまだ不十分だという意見が多数出されたところです。今後、行政としても

この計画に対しての意見が求められることになるわけですが、まず、町長として、この事業

に対してどのような認識をお持ちになっているのか、お答えいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） ただいまご質問をいただきました（仮称）大滝風力発電事業に対

する町行政の対応についてでございます。 

  今現在、外資系で再生可能エネルギーを扱う民間事業者のインベナジージャパン合同会社

による大規模な風力発電事業が当町の敷地境界に沿う形で、隣接する伊達市大滝区から留寿

都村村にかけて24基の風車を設置する計画で、環境影響評価法に基づく手続が進められてい

る状況となってございます。 
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  当初の事業計画では50基の風車で、このときは3,200ワット掛ける50基で16万キロワット

の計画で建設する予定でございましたが、伊達市大滝区の住民理解が得られずに、現在の24

基、９万1,200キロワットまで規模が縮小された状況となってございます。 

  事業化に向けた手続としましては、先ほど議員もおっしゃっていたとおり、配慮書、方法

書、準備書、評価書という４段階の手続がある中で、今現在としては、２番目に当たる方法

書の縦覧まで終了している状況となってございます。 

  環境省が平成28年11月に取りまとめた「風力発電施設から発生する騒音等への対応につい

て」という資料がありますが、この資料の中では、これまでに国内外で得られた科学的知見

を踏まえると、風車騒音が人の健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低いと考えられており

ます 

  けれども、当町の認識といたしましては、実際に事業を実施した先進事例地におきまし

て、風車を設置した直後から周辺住民からうるさくて眠れない、耳鳴りがする、頭が痛いと

いう訴えも出ておりまして、海外では、医学者が風車症候群とか、風車病などという呼び方

をしましておりますが、風車が停止すると改善すると報告している実態があるという新聞報

道がなされております。それらのことを考慮したとき、現在進められている計画に基づく調

査が、これらの懸念を完全に払拭できた状態で進んでいるとは認識しておりません。 

  また、当町は、羊蹄山麓を背にした洞爺湖を有する風光明媚な景勝地として、北海道を代

表する観光名所の一つとして、国立公園にも指定されておりまして、洞爺湖温泉の名前は、

全国的にも知られているところでございます。この洞爺湖の景色を楽しみに訪れる観光客の

方々も大勢おられることから、今回の大規模風力発電事業実施により、温泉街から眺める景

色の中に、数多くの風車が映り込んでしまうことに対しましても、観光事業者等への影響を

懸念しているところでございます。 

  今後の対応といたしましては、環境影響評価法に基づく手続が進められていく中におきま

して、北海道から意見照会を求められる段階におきまして、これらの懸案事項について払拭

されるような計画となるよう、意見要望をしてまいりたいと考えているところでございま

す。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、担当課長から答弁をいただきましたが、今、私は、答弁いただい

た点を整理してみました。 

  今、まちの姿勢として３点あるのかと思っているのですが、それを改めて確認したいと思

います。 

  まず、一つ目は、環境省が、人の健康への直接的影響はないとしているけれども、これに

ついては懸念をしているのだということです。それから、二つ目は、現状の計画で、懸念を

完全に払拭できた状態とは認識していないということなのかどうかということです。三つ目

は、こうした懸念事項について、払拭されるよう意見要望をする考えであるということで、

今、この３点についてについてお答えいただきましたけれども、改めて、そのような答弁
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だったのかどうか、確認させてください。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） 先ほど答弁した内容につきましては、今ご指摘があったとおりと

認識しているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 町行政としては、非常に懸命な判断だと私は思います。 

  実は、この最初の１点、環境省が人の健康への直接的影響がないというふうに、この風力

発電施設から発生する騒音等への対応ということで、昨年の11月に出したわけですが、本当

にそうなのかといえば、とんでもない状況になっているということがわかってきています。 

  先ほど、事例の具体的なことは言っておりませんけれども、この間、国内でも、これほど

の規模ではないのですけれども、三重県の伊賀市、これは2,000キロワットで、200メートル

から300メートルの住民の方々なのですが、１週間で住民全員８戸の夫婦で、16人に睡眠障

害などの症状が起こっているということです。また、和歌山県の由良町、あるいは広川町で

すが、このようなところでも同様の被害が起こっています。これも、2,000キロワットや

1,000キロワットです。 

  そして、静岡県の東伊豆町の熱川というところでは、1,500キロワットの風車が10基ある

わけですが、ここでは、風車から大体１キロメートル以内の方が80％、500メートル以内で

は90％以上の人が昼夜を問わず、いらいらや不眠、吐き気、頭痛、鼻血、肩凝り、血圧上昇

などの心理的・生理的被害を受けているということで、今、問題になっています。 

  さらに、私は、いろいろと調べてみてわかったのですけれども、全国の弁護士連合会で

も、風車による健康被害で全国各地に訴訟が起こっているということで、政府に対して、風

車の建設基準をしっかりと立てなさいということで意見を出しています。その意見書は町の

ほうでもごらんになっているかと思いますが、環境省が風力発電施設から発生する騒音など

の問題で、これは人への健康に直接的な影響を及ぼさないということを言っているようです

が、実際にはそうではないということを全国の事例、あるいは世界的な事例もそうですが、

起こっています。 

  二つ目は、現状の計画では懸念を完全に払拭できる状況にあるのかということです。これ

もご存じのように、現在建設されようとしている場所が尻別岳山麓の部分に、ちょうど洞爺

湖町との境界の部分に建てられるらしいのですが、その一番近い洞爺湖町の部分でいうと、

富丘地区なのです。そこは牛も放牧していますし、農地もありまして、住民が常に生活して

いる場所でもあります。距離数にすると、住宅までは４キロメートルほどだそうですが、畑

などは、もっと近い場所にあるということです。 

  そのような状況もありまして、風車の規模が大きくなればなるほど、実は風車から発生さ

れる低周波音というのは、レベルが高くなるということです。デシベルという表現を使うの

ですが、レベルが高くなって、特に低周波音というのは、距離が多少あるからといって、す

ぐに減衰しない、下がっていかないということです。電波でもそうですが、遠くまで届くの
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ですね。ですから、10キロメートル、あるいは15キロメートル範囲でも健康に影響を受ける

方は、いないわけではないそうです。ただ、そのように表に出てこない部分というのはある

ようですけれども、そのような点からいいましても、現在の状況では、完全にこのような懸

念を払拭できる状況にないというふうに思われます。 

  ３番目の、懸念事項について払拭されるように、町として意見要望をするということなの

ですが、それは、当然していただかなければならないのですけれども、実は、町がこのこと

に関して意見要望をするタイミングといいますか、今回出されているものについてもそうな

のですが、現在は、町として、この方法書の段階から提示することができるわけですけれど

も、行政の立場からの意見表明というのは非常に重要です。それによって計画を変更してい

るところもありますし、実際に、行政側がどのような姿勢でこれに臨んでいくのかというこ

とは、非常に大切なことだけに、この辺の問題を行政側としても、積極的に捉えながら取り

組んでいただきたいと思っているわけです。 

  50基が24基になって規模が縮小されたように見えますけれども、１基当たりの出力が、そ

れまでの3,200から今度は3,800へと拡大されて大型化されます。風車の発電出力がふえれ

ば、発生する低周波音のレベルが上がって、影響を与える距離が長くなるということはよく

知られていることであります。ですから、先ほど言いましたように、富丘地区あるいは岩屋

地区の方々への影響というのは、心配がないということには決してならないということにな

るわけです。 

  先ほど、弁護士連合会の話をしました。もう一つは、低周波音による国内の被害事例とし

て、これは北海道新聞ですが、昨年の５月12日の夕刊、「聞こえぬ音、健康に影響も」とい

うことで記事が掲載されました。あるいは、同じ北海道新聞ですが、昨年の11月12日の朝刊

には、風車騒音にガイドラインということで、環境省が一応ガイドラインを示しているけれ

ども、実は、そのガイドラインも非常に不十分だという指摘をしている専門家の先生もおい

でです。 

  その辺のことについて、どのように受けとめているか、改めて、今、３点について、懸念

される内容や現状はどうなのかということも含めて、質問をさせていただいたのですが、町

側の認識としてお答えいただければと思います。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） ただいま答弁いただいた日本弁護士会が発表した低周波音被害に

ついて、医学的な調査研究と十分な規定基準を求める意見書が出されましたが、資料を見て

勉強をさせていただいたのですけれども、やはり被害の実態を踏まえたまま疫学的調査を実

施して、今、環境省が定めた基準を廃止して、新たに風力発電施設の立地基準を策定すべき

だという申し出があったということでございます。 

  風車の設置によりヒグマ等への生態系の影響も懸念されまして、生息地を追われたヒグマ

が近くの農作物を荒らしたり、付近住民へ被害を及ぼす可能性があるのではないかという心

配や、低周波音が人体に与える影響を懸念する声があるということについては、町としても
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把握しております。 

  先ほどの、環境省が取りまとめた「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」

の資料によりますと、先ほども申しましたが、風車の騒音が人の健康に直接的に影響を及ぼ

す可能性は低いと考えられているところでございます。しかし、一方で、風車騒音に含まれ

る特徴的な音の成分により、煩わしさ、これは、アノイアンスというそうですが、これが増

加する傾向があることが指摘されております。風車の騒音が35から40デシベルを超えると、

その煩わしさの程度が上がり、睡眠への影響やリスクを増加させる可能性があることが示唆

されているところでございます。 

  これらの調査結果を踏まえて、環境省では、風力発電施設の騒音評価の考え方として、残

留騒音、これは測定地点の環境には本来ない特定の音、例えば工事の騒音やクラクションの

音などを取り除いた音のことですが、この残留騒音からの増加量がプラス５％程度におさま

るように設定することを新たな目安として、ガイドラインを検討しているようでございま

す。 

  当町の場合、富丘地区の住民の方が住んでおられる箇所が、風車からおおむね４キロメー

トル程度の距離にあるということで、これから事業者のほうで騒音測定等を継続実施してい

く予定であると伺っております。これらの調査結果を注視して、この先に控える準備書の段

階においても住民へ健康被害が及ばぬよう、しっかりと意見提出をしてまいりたいと考えて

おります。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、環境省が示した風車騒音のガイドラインの中に、煩わしさという

表現が含まれているというお話がありました。煩わしさという問題ではないのですね。煩わ

しいというのは、気になるか気にならないかという程度の問題です。 

  ところが、実際に、この風車による低周波音の影響というのは、気になるとか気にならな

いではなくて、健康を害するということなのです。不眠症になったり、自立神経症になった

り、あるいは、吐き気を催したり、健康に与える影響が大きいのです。ですから、風車病は

公害病なのだということです。環境省が言っている、このガイドラインは、そういう概念で

はないということを、これは北大の大学院の工学研究員の松井利仁さんという特に風車と健

康被害について研究されている先生なのですが、そのように指摘をされています。 

  それから、弁護士連合会の意見書の最後に、このように書いてあります。「環境省は、騒

音、低周波音による直接的な生理的影響があるという明確な証拠は認められないとしている

が、多くの調査結果から判断して、低周波音による生理的影響は否定できない」と。これ

は、日本弁護士連合会の意見書の最後のほうに、まとめとして表記して国に提出されている

のですね。 

  ですから、単なる人の好みで、好きだ嫌いだというような問題ではないのだということ

を、まず、この低周波音については理解していく必要があるのかと思います。 

  ２月９日に、富丘集会所で環境影響評価方法書の住民説明会が開催されました。事業者や
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環境影響評価調査を行っている日本気象協会のいわばコンサルタント業務を担当している専

門家の方が来られて、住民のさまざまな意見に対して回答するような形で行われたのですけ

れども、この富丘地区で行った集会所での説明会に何と16名も集まってきたのですね。 

  人口が非常に少ない地域でありながら、非常に多くの方が関心を持っておられるというこ

とがわかりました。出席された方から、環境や健康などを心配する声が相次いで出されまし

た。相次いで出されたにもかかわらず、事業者側からは、調査中です、あるいは、新たな調

査をするのかと言えば、それもわかりませんということで、貴重なご意見として受けとめさ

せていただきますという程度で、指摘された調査あるいは疑問に対して、その場での回答は

ほとんどなかったということであります。 

  そして、日本気象協会のコンサルタント専門官が、医学的な知見での健康への影響は、実

はわからない。ただ、一般的には健康への影響は少ないと言われているということで、その

ことについて、実際に調査するようなそぶりもないわけです。 

  このように、住民の不安や疑問にほとんど答えることができない、現在の環境影響調査の

結果を待って公表するとしておりますけれども、その時期は、環境影響評価のこれからの第

３段階の準備書に記載すると答えています。その時期はいつかといいますと、ことしの12月

ごろだというのですね。 

  住民から出された意見は、先ほど、課長がお答えになったように、健康への影響だけでは

なくて、風車建設のために地中深く基礎が打ち込まれることによる地下水脈の遮断とか、水

質悪化、あるいは土砂災害への懸念はないのか、そういう調査はするのかという質問があり

ました。それから、先ほど出ていましたが、この山麓はヒグマの生息地となっているが、こ

の生息地を追われたヒグマが周辺地域に出没するおそれがある、そういうヒグマの生態につ

いて調べているのかと言ったら、調べていないと答えていましたね。調べる気もあるのかど

うか、はっきり答えませんでした。 

  それから、世界ジオパーク認定地として景観を損ねるのではないかという意見なども出さ

れたわけです。 

  いずれにしても、先ほど言いましたように、貴重な意見として参考として受けとめておき

ますという答えであったわけで、具体的な調査を実施すると明言されないままこの計画が進

んでいく可能性があるわけです。そういうときだけに、特に、近くには住宅があり、畑地が

あり、そして、放牧地があるわけです。そういう場所でもあるだけに、町としては、ただ意

見を述べるというだけではなく、具体的な住民の声も聞きながら、積極的に働きかけていく

必要があるのではないかと思うわけですけれども、その点については、いかがお考えなので

しょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

〇町長（真屋敏春君） 今までの話を、私もずっと聞かせていただいたところでございます。 

  国のほうは、今、再生可能エネルギーの導入、これは、今、我が国の重要なエネルギー政

策の一つであると言われております。特に、風力発電は、大気汚染物質や温室効果ガスなど
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も排出しないということで、大変進めているようにも思っているところでございます。 

  最近は、私どもも隣の市または隣の隣の市のほうへ買い物あるいは会合等々で、お邪魔す

るときに、山の上のほうに随分風車が立っているという感がしてならない。さらには、私ど

もまちのことではないしと、心の中ではそのようなことも思いながら、今日まできたわけで

ございます。 

  今、原因となっているところ、当初、大滝のほうで問題が発生しました。 

  当時、3,200キロワットで50基を建設の予定が、地域のほうからいろいろと声が出まし

て、24基になったということです。しかも、それが建つ場所は、私どもの行政区ではないの

ですが、私どもの地域から意外と見えるところであります。この問題は、話しが来たとき

に、実は担当課のほうに、地域の方のご意見を十分に聞くようにという指示を出したところ

でございまして、今、ややもすると、富丘の集会で16人の方が来たというお話も聞いたので

すが、地域のほうからの声がなかなか上がっていないというのも現実問題でございます。 

  そんな中、今、お話が出ましたジオパークの地域でもある洞爺湖温泉は、国立公園指定な

り、風光明媚な景勝地として、私どもは、これまで観光地として育ってきたというものもご

ざいます。ですので、このようなことも、しっかりと加味しながら、道に対して、やはり意

見を言っていく必要があるだろうというふうには思っております。 

  今、国策上の問題で、再生可能エネルギーを国内にどんどんふやしていくということでご

ざいますが、私ども町といたしましては、何よりも地域に住んでおられる方々がいらっしゃ

る。このことを第一に考えていかなければならないなと。特に健康被害や生態系への影響な

どの懸念を私どもが持っているのは事実でございます。そんなことから、このたび、民間の

方々が、低周波音に対する権威のある方を呼んで見識を深めようというお話も聞いておりま

すので、ぜひそれらを支援していきたいと思っております。 

  いずれにしましても、私どもから道のほうに意見を述べるチャンスがあると思います。万

が一、それがなくても、私どもが道に対して心配していることをしっかりと述べて、この地

域に住む方々の健康問題を第一に考えていきたいと思っております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 町長がそういう決意を持っておられるというのは大変心強いのです

が、町として意見を述べられる機会、求められる機会というのは、この環境影響の制度でい

きますと、今、行われている方法書の後、次に行われる準備書の後の２回だけなのです。こ

れは、地域の自治体の側から意見を述べる機会です。 

  その後、大臣認可を受けて建設が進められていくという状況になっているわけですから、

特に、１回目の意見提出であるこの方法書への意見は、今の時期、大変重要になっていると

考えていただきたいと思います。まちの意見をつくる上では、地域の意向や影響をしっかり

と受けとめて提出していただきたいと思っています。 

  私も、最初、風車というものをよく知らなかったときは、風力発電ですから再生エネルギ

ーとしては好ましいだろうという意識を持っていました。ところが、風車によって病気に
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なっておられる方々や、そのようなことで取り組んでいる方々の話を聞くと、再生エネルギ

ーの施設だから100％大丈夫なのだということがないのだということがわかったわけです。 

  むしろ、再生エネルギー施設は、どんな施設でもそうですけれども、今、太陽光発電もそ

の反射する光によって影響を受けているというものもあるそうですから、どんなものにもリ

スクは必ずあり、そのリスクを最小限にして推進していくことが肝心なのです。 

  ところが、今、国策と言われました。再生エネルギーを進めること、原子力をとめろ、や

めろということはそれ以前の問題ですけれども、再生エネルギーに転換して、それを大いに

進めていこうということで、今、国策として取り組んでいます。 

  国策の取り組みだから、国も積極的に前のめりでやっているわけです。今、それに、さま

ざまな事業所が乗ってきているわけです。それは何のためかといったら、環境ということを

前提にしながら、実は利害、利益なのです。当然、利益が上がらなければやりませんよね。 

  今回のように、アメリカに通じる資本の企業が、国内でも最大級の風車を建設すると。そ

して、住民の環境影響評価法の基準に基づいて４回にわたって、それぞれ出すわけですが、

それは、あくまでも手順であって、これを過ぎればもう認可されるというような、単純な気

持ちでいるのであれば、とんでもないわけです。だからこそ、地域の行政としても、再生エ

ネルギーはいいけれども、リスクもしっかり除外して、そうしなければ認められませんとい

うことを強く主張してほしいと思います。 

  そのことを改めて町長にお願いしたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

〇町長（真屋敏春君） 私どもは、地域住民の命と暮らし、これを守るのが責務だと考えてお

りますので、その辺はしっかりと対応していきたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 払拭されないような懸念が残るようであれば、それは、行政として

も、最後まで意見を述べ続けていただきたい。何がしかの具体的な行動も、当然とっていた

だきたいということを、この点の最後に要望したいと思います。 

○議長（佐々木良一君） ここで、休憩をとりたいと思います。 

  再開を２時15分といたします。 

（午後２時０１分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前２時１５分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐々木良一君） 一般質問を続けます。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） それでは、２件目の質問に移りたいと思います。 

  来年から始まる、国保都道府県化の狙いについて質問をさせていただきたいと思います。 
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  都道府県化で、これまでの国保がどのように変わるか、そして、市町村が独自に行ってき

た保険料の軽減措置であるとか、あるいは法定外の繰り入れなどがどうなっていくのか。ま

た、保険料はどうなるのかという辺りのことについて、今、わかっている範囲での回答をい

ただきながら、この中身について、少し質問をさせていただきたいというふうに思います。 

  最初に、今も言いましたけれども、来年の４月から、市町村国保が都道府県化によって、

北海道国保に変わることになります。これまで、道庁のほうでは、国保運営方針策定検討ワ

ーキンググループを設置しました。そして、納付金の給付グループに分かれて、市町村の代

表が、国保連合会とともに検討を重ねてきたと言われています。 

  そして、最近出されたそのたたき台が市町村に示され、これに対する意見を求められたと

なっているのですが、当町としては、これにどのような意見を述べたのか、まず伺いたいと

思います。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 町からどのような意見を出しているかとのご質問でございます。 

  町としましては、そう多くはございませんけれども、保険給付関係におきましては、被保

険者証と高齢受給者証の一体化などについて検討されておりますことから、基準日等の違い

もあり、その辺をどうするのかという問題、また、納付金関係につきましては、市町村連携

会議という会議が設けられておりまして、その場を使っての部分で市町村の共通の課題とな

ると思います。個々の市町村においては、今も諸所の事情を持ちながら、国保運営を行って

いることとなっていると思います。 

  そういう点について、地域の事情や特性などを十分に考慮した中で、納付金算定をお願い

したいということを申し上げているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 道への意見を求められて、二つの点について回答されたというご答弁

がありました。 

  ２点目のほうの給付金の関係ですが、実は、昨年11月に北海道が仮算定を公表まして、私

は、全道の市町村がこの仮算定によってどういう金額になるのかという一覧表を手に入れま

した。それを見ますと、これは標準的モデル世帯と言われていまして、所得が200万円の夫

婦２人の場合の保険料の算定額ということで、その段階ではことしの１月ごろには素案が示

されると言っていたので、もう素案そのものも出ていると思いますが、その内容を提示いた

だきたいと思います。また、ちょうど11月の管理暫定のときの保険料の額なのですが、洞爺

湖町で計算した場合、保険料のこれまでの伸びは108.7％になるのです。 

  つまり、標準保険料による算定をした金額が37万6,500円ですけれども、これに対して、

2016年の保険料率による算定をした場合34万6,500円です。つまり、ちょうど保険料が３万

円上がるという格好になるのです。それで、伸び率が108.7％となることです。全道的に

も、現在の保険料よりも高くなるのです。101.6％ですからね。これは、年が明けて素案の

段階になって、幾らか変わったとは思いますけれども、まず、この点について、どのように
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変更になったのか、あるいは変更していないのかどうか、いずれにしても、これまでの保険

料、モデルの世帯で見た場合の保険料の額はどうなっていくのか、その点についてお答えい

ただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 今の11月での道の仮算定の結果、それから、１月に素案を示すと

いう形で言われておりました、これは素案といいますか、第２回目の仮算定という形なので

ございますけれども、２回目に示された第２回の仮算定の内容について、先にご説明したい

と思います。 

  第２回目の仮算定につきましては、平成29年度の予算べースを基本として、所得の再設定

や激変化の措置を見込むような形で、使用するデータについて精査を行い、仮算定が実施さ

れております。 

  洞爺湖町分の試算におきましては、１人当たりの納付金は13万3,886円、27年度の現行分

という形になりますが、13万394円、保険料収納必要額との比較では3,492円の増、伸び率は

2.7％という試算結果が出ております。 

  なお、第１回と第２回の健康保険料の相違理由でございますけれども、数値の精査や試算

方法の見直しを道のほうで行ったということでの相違と聞いております。なお、第２回の仮

算定では、モデルケースの部分で資料の提示が町のほうになかったものですから、町独自で

試算をさせていただきました。 

  それによりますと、先ほど、議員がおっしゃったモデルの、基礎控除後の所得が200万

円、夫婦２人のモデル世帯という形で試算をした結果、40万2,700円という形になり、第１

回目のモデルと比べまして、２万6,200円の増、伸び率が７％の試算結果となっているとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） この金額を見て、本当にびっくりするわけですよね。これまで、保険

料よりさらに上回る金額となる。このモデル世帯で考えた場合について、今、お答えいただ

きましたけれども、７％も増額されるわけでしょう。国民健康保険というのは、ほかの健康

保険に入っていなければ、収入があるないに関係なく、全ての方に加入が強制される保険で

すね。ですから、当然、収入のない方も入っているわけですよ。そういう方には、一定の軽

減策はあったとしても、これまでの保険料よりも大幅に金額が伸びていきます。 

  この点について、まず、町長はどんなふうに受けとめているのか、お聞きしたいと思いま

す。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

〇町長（真屋敏春君） 私どもの地域でやっていた国民健康保険におきましては、ある一定の

所得層が、非常に低所得世帯が多いということから、町独自に、基準外繰り入れをさせてい

ただいておりました。 
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  先ほど、担当課長が前段で申しておりましたけれども、地域の特性、地域の特別な事情

を、とにかく勘案してほしいということも訴えてきております。まずは、その第１回、第２

回、最後は第３回目になろうかと思いますが、その内容等々を精査しながら、私どもの対応

についてもしっかり捉えていかなければならないと思っております。 

  今現在も国保会計への繰り出しが年間で大体7,000万円から8,000万円というふうに言われ

ておりました。それが、仮に２万6,000円程度または２万6,000円を超えるものになります

と、その額が半端でない額になってくるということも考えられますので、町の財政等々も

しっかりと検証しながら、どういうふうな支援策ができるか、これらについて検討していか

なければならないと思っております。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 今の国の都道府県化の狙いとは何かといいますと、はっきりしている

のです。とにかく、安定的な財政運営と効率的な事業の確保だというわけですけれども、こ

れまで、国が国保に出資する国庫負担の分を大幅に削減してきました。そういう中にあっ

て、あとはもう加入者や自治体がこの運営に当たりなさいとこういう格好になっているわけ

ですから、要は、効率的な事業の確保を都道府県に担わせて、医療費の抑制とか、保険料の

徴収率アップを狙って、国保負担をさらに削減する。こういったことが、実はこの国の都道

府県化の大きな狙いだというふうに私は思っています。 

  そこで、実際に、この新しい国民健康保険制度は都道府県化でどうなっていくのかという

ことについて幾つかの質問をしたいと思います。 

  まず、その仕組みについて、簡単にお答えをいただきたいと思います。 

  この部分については、私がお話したいと思うのですが、まず、北海道は、市町村と一緒に

国保運営を担うということになるので、北海道が、運営方針策定と財政運営責任者を担うと

いうことになります。これと、北海道は、納付金として、標準保険料率を決めて、市町村ご

との標準保険料率も算定し公表すると。この北海道に市町村が納める納付金は、100％納入

することが義務化されていると。うちのまちは財政が苦しいから、負けてくださいというわ

けにはいかないということですね。 

  市町村の場合は、市町村は、これまでやってきた事業の中で、資格管理、それから、保険

料率の決定、あるいは賦課や徴収や保険給付や保険事業の運営に責任を持つということです

から、北海道に保険の納付金を納めていれば、あとは、国保の運営そのものは、それぞれの

市町村単位で、これまでと同じようにできることにはなるわけです。 

  ただ、北海道は、標準保険料率というものを決めます。ですから、多くの市町村の場合

は、その保険料率を参考にして、それぞれのまちの保険税なり、保険料を決めなければなら

ないというふうになってくるわけですよね。 

  北海道も、市町村も、国民健康保険でいえば保険者という扱いです。北海道、市町村のど

ちらにも、それぞれに特別会計を設けて、国保運営協議会というのを設けることになると。

そして、これまでの保険証には、洞爺湖町の名前が書かれていましたけれども、これからは
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北海道名で発行されます。これは、今までと同じように、８月１日発行で１年間の更新制だ

と。 

  今、ここまでを説明しましたけれども、次に、どうなるか、ご説明いただきたいのです

が、それでは、市町村が道に納める納付金というのは、どのように決められるか、説明でき

ますか。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 納付金につきましては、今、道のほうで市町村規模などについて

の仮算定を進めているところでございます。納付金自体につきましては、道がそのような事

情を考慮した中、所得水準ですとか、医療費水準などを考慮した中で、各市町村が納められ

る納付金を割り振るというような形で、その算定のもとになるのが、今、進めている仮算定

の数値でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） そうなのですけれども、まず、市町村が道に収める納付金の金額を決

める場合に、まず、道がどのようなことをするかというと、まず、道民の１年間の医療費に

対してどのくらいの医療給付がかかるかという見込みを立てますね。その見込みを立てた医

療給付金の中から、まず、国や道の負担金を引くわけです。そして、次に、74歳までの前期

高齢者交付金というものを引いて、残った金額が市町村納付金の総額になると。 

  ですから、北海道に入るお金は、そういう形で、全体にかかる医療費の中から道や国の負

担分を減らし、さらに前期高齢者の交付金も減らした残りに対して、それぞれの市町村ごと

に決めた比率によって、納付金を決定するというふうになっているわけです。 

  けれども、単純にそれだけで計算すると、11月の仮算定の段階では、押しなべて１人10万

円の負担ということになるのです。これは、到底払えることのできないような人たちも含め

てです。ただし、国の施策として、努力支援金というのが1,700億円入ります。こういった

ものが、保険料が一気に上がることを抑える、急激な増額を緩和するのだという名目で

1,700億円が入るらしいのですけれども、それにしても、非常に高い金額になります。 

  そのように、道が北海道に納められる給付金の額を決めるのですが、それでは市町村はど

うするかと。市町村は、市町村の医療費水準と、被保険者人数を掛け合わせて、調整係数な

どいろいろとあるのでしょうね。そして、納付金額を決めるというふうになるわけですが、

問題は何かといいますと、結論から言えば、医療費水準が全国平均と比較して高い市町村

は、高い納付金になるということです。 

  そういうことになっていきますと、それぞれの市町村ごとに納める、道に納める納付金と

いうのは、医療費のかかるまちは、それだけ多く納めなければいけない、医療費のかからな

いまちは少なくて済むというと、何が起こると思いますか。そのまちごとに、それじゃあ、

財政が苦しいから、医療費がかからないようにしなければだめだと。医療費がかからないよ

うにするというのはどういうことですか。病院にかからないようにすればいいわけです。そ

れがどういうことかというと、保険で受けられる治療を少なくする。病院に行きづらくす
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る。そんなこともあり得るのです。 

  ですから、こうなりますと、本当に医療を守るという立場になるのかどうかという点があ

るのですが、こういうような方式にして納付金を決めるわけですけれども、今考えられてい

るのは３方式、所得割、均等割、平等割で決めるということになっていますけれども、それ

は間違いないですか。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 今の道の原案の中では、そういう方向性をとりたいとうたわれて

おります。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） そうなのですね。限度額は、これまでのように医療分54万円で、後期

支援分19万円、介護分16万で合計89万円というふうにするそうです。 

  ここで、お聞きしたいのですけれども、まちによっては、国民健康保険の料金の出し方と

して、税方式と料方式にしていますね。国民健康保険法でいうと、どちらが法則になります

か。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 国民健康保険法では、保険料方式という形になろうかと思いま

す。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 当町は、今、国民健康保険税ですね。私は、まずは料方式に変更する

ことが、必要だと思うのですが、なぜかというと、これは、今、保険料負担で苦しんでいる

方たちが大変ふえていますが、保険料の消滅時効が、税の場合は５年、料の場合は２年どう

いうふう定められておりまして、今は、全道で税を採用しているのは134市町村あるそうで

す。料を採用しているのは21市町村で、実際に、税金として５年間の徴収義務、あるいは滞

納についても、５年にさかのぼるというぐらいの厳しい取り立てが行われています。 

  この点については、見直す考えはないのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 保険税方式と保険料方式の関係でございます。 

  今、議員がおっしゃったように、何点か違う部分もございます。けれども、基本的には変

わらないというのが実情でございます。 

  また、専門部署が賦課徴収を行うことにより、納税者にきめ細かな対応ができ、また、他

税との一体的な対応ができることが、保険税方式を採用する大きな理由なのかと考えており

ます。町としては、現状では、都道府県化後におきましても、税方式での対応を考えていき

たいと考えております。 

  なお、先ほどの、保険料方式と税方式の市町村数についてでございますけれども、保険料

方式を実施しているのが23市町村で、保険税方式は156市町村になろうかと思います。ま

た、参考ですが、胆振管内で保険料方式を採用しているのは、室蘭市のみでございます。 
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○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） どうもありがとうございます。 

  数値の訂正もいただきました。それでは、実際に問題なのは、先ほど、納付金や仮算定の

話をしましたが、標準的な世帯でいうと、当町においては、現在は７％もの高い保険料とな

る見込みだということではあるのですけれども、実際に、このまちとして、今後、保険料を

算定する場合にどういうふうに算定していくのか。 

  これまでは、例えば、先ほど町長がお話になっていた法定外繰り入れについてどうしよう

としているのか、この辺も引き続き行う考えがあるのかどうかということ、あるいは、保険

税の減額、免除の対応についても、これまでどおりの中身で検討しているのか、それとも、

来年の都道府県化に向かって、何らかの内容の変更があるのかどうか、その辺にいて、方針

上のこともありますので、お話しいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 納付金の関係でございます。 

  税の関係、北海道が示される国保事業納付金、及び標準保険料率が現行保険料で賄えるこ

とが一番よいと考えているところでございますけれども、第２回目の北海道仮算定結果にお

きましては、洞爺湖町では、現行の税率で納付金を賄えない結果が出ております。洞爺湖町

の国保の被保険者の60％以上の方が、７割、５割、２割軽減の対象者となっております。急

激な保険料の上昇は、加入者の生活に多大な影響を与える心配もございます。 

  町におきましては、低所得者の方に対する保険税軽減対策、現状では、均等割、平等割の

税額を低額に抑えるという方法でございますけれども、一般会計からの基準外繰入金につき

まして、そのような軽減対策と、一般会計からの基準外繰入金につきましては、８月以降

に、北海道から示される予定となっております第３回の国保事業仮算定の結果や、一般会計

の状況等を十分勘案させていただきまして、慎重に検討させていただきたいと考えていると

ころでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） ぜひ、道のほうで決めた方向をそのとおりに受け入れるということで

はなくて、今、お話がありましたように、７割、５割、６割、本当に60％以上の人たちが、

何らかの減額を受けている、国保制度上、当然、そのような収入の少ない方も入っているわ

けですからあり得るわけです。その中で、道と協議をするだけではなくて、道に対して、言

うべきところは、やはりしっかりと言っていく必要があると思うのですね。 

  例えば、政策的な法定外繰り入れというのは望ましくないので、解消することとされてい

るのですね。そうすると、今、課長がお答えになったように、実際に不足する額をどうやっ

て補塡していくのかというふうになったときに、例えば、基金を取り崩すか、あるいは、道

の基金から借金をするしかないわけであります。そうでなければ、強制的な徴収や、あるい

は保険税の引き上げとか、逆に、このようなことになってくる可能性があるわけです。 

  そういうこともあるものですから、こういった都道府県化によって、従来よりもさらに保
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険税が増額する、そういうときに、被保険者に対しては、当然、これ以上負担させないとい

う前提のもとで、行政として、言うべきところには言う。国や道に対しても、その支援を求

めていく、財政的な支援や、あるいは町としての例えば法定外繰り入れなども認めさせる、

このような強い意思表示がやはり必要なのではないかと思いますけれども、いかがでしょう

か。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

〇町長（真屋敏春君） これは、先ほども申し述べさせていただいたのですが、給付金の関

係、あるいは、今行われている市町村連絡会議におきましても、市町村共通の問題として、

やはり地域の事情や特性などを加味した給付金算定をお願いしたいと。 

  さらには、私どものまちは、先ほど、課長も述べましたけれども、保険税の関係で、７

割、５割、２割減税をされている方が、全体の60％も占めているという特殊事情もございま

す。そこら辺のところは、これから、第３回目の試算が、私どものまちにも来ますけれど

も、しっかりした対策を考えていかなければならないというふうにも思っております。 

  ただ、今のところ、残念ながら、金額が、まだ見えていないのが実情でございまして、そ

れらが出てきた段階で、また、道のほうに言うべきことは言う。そして、支援していただけ

るものは支援していただけるよう、努力を払っていかなければならないというふうに思って

おります。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、町長が答えられたような立場、姿勢で、国や道に対しても、本当

に言うべきところは言っていただきたいですし、そういう姿勢で臨んでいただきたいと思っ

ています。 

  もう既に１年前の状況になってきて、他の自治体などでもこの問題についてどうするかと

いうことを考えているところがあるそうです。国は、例えば、保険料あるいは保険税を納め

ることができなくなって滞納する方々に対して、よく悪質といいますけれども、枕言葉で悪

質といっても、悪質ではない人もいるわけですね。そのような本当に収入が少ない中で、生

活費もやっとという中で滞納せざるを得ない人たちに対してまで、まず、短期証を発行しな

さいと。１年間の保険証ではなくて、６カ月とか３カ月の保険証を発行しなさいと。 

  さらに、それでもだめなら、資格証明書を発行しなさいと。もうそれは保険証ではないわ

けです。病院に治療に行こうと思ったら、まず、窓口で全額を負担しなければいけない。そ

して、後で、滞納分を払えば戻ってくるという話ですね。今は実際にそういうことまで進め

ているような状況です。 

  当町がそのような被保険者の負担をさらに押しつけるような対応を決してしないことを改

めて求めたいわけでありますし、この国民健康保険制度が都道府県に単位化されることに

よって、道と市町村との協議をこれまでも繰り返していますけれども、引き続き、将来的

に、この保険料水準の統一を目指すと言っていますが、実際に負担能力に応じた保険料給付

は均一にということで、これが社会保障の原則だと思いますので、そのことをしっかりと



－49－ 

守っていけるような姿勢で取り組んでいただきたいと思っております。 

  事業主体となるこの洞爺湖町、住民の福祉の増進を図るというのが、地方自治法の第１条

に規定されているわけです。国保支援金を活用した法定外繰り入れなども行って、国保料の

引き下げを行うべきだと思いますが、その点についてお答えいただいて、次の質問に移りた

いと思います。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 保険者支援制度による財政支援、基準外繰り入れを行い、国保料

の引き下げを行うべきではないかとのご質問でございます。 

  ご質問にあります国保支援金につきましては、国民健康保険基盤安定負担金の保険者支援

分を指すものと考えております。本支援分につきましては、平成15年度に、保険基盤安定制

度の拡充として創設されまして、保険料軽減の対象となった一般被保険者の数に応じて、平

均保険料の一定割合を公費で補塡することにより、低所得者を多く抱える市町村を支援する

制度として、平成27年度に制度が恒久化され、あわせて財政支援の拡充が行われたところで

ございます。 

  本制度は、保険税の軽減相当額を基準として政令に基づき算定する金額を一般会計から国

民健康保険特別会計に繰り入れることとされているものでございます。財源につきまして

は、国が２分の１、北海道が４分の１、町が４分の１を負担し、低所得者の多い保険者を支

援することを目的としたものでございます。 

  また、現在、北海道が進めております国保の都道府県化に向けた国保事業納付金等の仮算

定による標準保険料率についても、道制度による各市町村の保険者支援分を加味した形で、

仮算定が行われているという状況でございますことから、今、議員からご質問がありました

保険者支援金を活用しての直接的な被保険者に対する国保税の引き上げについては、今の現

状では難しいのかと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今でも保険料は本当に高いのですね。そういう中で、やはり全道的に

も、幾つかのまちで引き下げが行われていますし、そういう点では、引き続き、この国保税

の引き下げに向けて、私は求めていきたいというふうに思っています。 

  それでは、次に、３件目に移ります。 

  ３件目ですが、町内の防災体制の見直しについてということで、質問をさせていただきた

いと思います。 

  質問通告には、２点ほど挙げておりまして、一つは、現在の体制で、行政の危機管理の対

応や住民を巻き込んだ防災意識の向上、自主防災組織への支援・確立、避難体制の整備計画

などの対応を十分果たして得るものになっているのかどうかということです。 

  二つ目は、防災や危機管理の業務を独立した部署として、これに専念する専任職員、括弧

書きで嘱託でなくと書いておりますが、これを配置されることを求めますということで、３

件目を質問させていただきます。 
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  これをなぜ質問で挙げたかということですが、これを先にお話ししたいと思うのですが、

昨年の10月22日に、有珠山噴火避難訓練というものがあったのです。それから、今回は、津

波避難訓練がありますが、実は、町が避難訓練をずっとやっているのをファイルにとって、

そのときに感じたことを自分なりに書いてきたのです。 

  平成25年の10月の津波避難訓練から、26年３月、27年８月、28年３月、そして今回の29年

３月、これから始まりますけれども、避難訓練の様子、また、町が回覧などで出したプリン

トなどもファイルさせてもらって、そして、どういうふうに変わってきているのかというこ

とをずっと見てきました。 

  実は、前回の28年の避難訓練のときに、私の家では、自治会の役員をやっているものです

から、行政側から、これまでの避難所を変更するということで連絡をいただきました。それ

で、そういうことだったら、やはりちゃんと住民にも周知しなければいけないということ

で、防災担当の職員の方に来ていただいて、役員会でその中身について説明いただきまし

た。 

  そして、これまで避難所となっていたところから、今度はどこになるのかということで、

その後、役員会の中で相談したのは、避難所を変えるだけではなくて、一つの避難所に、一

つの自治会が入り切れないのです。そのために、複数の避難所に入らなければいけない。そ

うすると、避難していた先も、コミュニティーとして確立させるということは大事だという

ことで、現在の自治会役員の人たちが中心となって、それぞれの避難所の担当者を決めて、

そして、何班から何班はどこの施設に行くかということまで決めたのです。 

  でも、これはまだ公表していないのです。なぜかというと、そのときに、防災担当の方か

らも、防災計画を見直ししないと決まらないですと言われたのですね。ですから、地域防災

計画を見直すまでは、今までの避難所どおりだというわけです。ですから、班分けして担当

者まで決めたのだけれども、実は、今、それが宙に浮いた状態なのです。 

  私が思うには、多分、企画防災課が大変忙しいのだろうと思っているのです。企画防災課

の仕事というのは、私が調べたら、庁内の連絡調整であったり、広聴活動ですとか、総合計

画の策定、重要施策の企画や総合調整、それから、まちづくり審議会ですとか、要望陳情、

行政改革や道州制に関すること、それから権限移譲に関することなど、どこの課も大変で

しょうけれども、仕事がいっぱいあるわけです。 

  いっぱいある中で、本当に、住民の命と財産を守る最も重要な部署だと思っています。ま

ず、災害が起こったときに、第一義的に、ここが中心となって対応していかなければならな

い。そういう点でいうと、片手間では当然できない仕事だと思うのです。防災計画の見直し

にしても、単に書類上を変えればいい話ではないのです。やはりそのことが、住民や地域の

人たちにきちんと理解してもらって、いざというときにそれが生かされるようにならなけれ

ばいけない。当然、庁舎内でもそれに基づいて動かなければいけないわけです。発災、災害

が起こったとにき、防災計画のページを一生懸命開いて、どうしたらいいかなどとやってい

る暇はないのですよ。だから、それだけのプロフェッショナルを育てていかなければならな
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い。専門家がいなくちゃいけないと思っているのです。 

  だけれども、いろいろな事業をやっているから、本当に大変なのだろうなということをつ

くづく思いながら、やはり防災体制をしっかりと見直していく必要があるのではないかとい

うことで、今回、質問をさせていただいたのです。 

  避難施設の変更に伴う地域防災計画の見直しが、実は、いまだにできていないのはなぜな

のでしょう。まず、そこをお答えいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） ２年ほど前から、各自治会のほうにお伺いして、まず、一つ

は、自主防災組織の立ち上げをお願いしているとともに、2000年噴火の反省をもとに、有珠

山山麓の住民の方々、2000年の噴火のときには、一度避難所に避難して、その後、また全町

避難という中で、豊浦や伊達、それから、長万部方面に避難したところでございます。そし

て、避難指示解除を受けた中でも、転々と避難所を移ったというご意見を多くいただいてい

るところであります 

  そうした中で、新しい洞爺湖町の地域防災計画で、まず一つは、一番最初に避難をしなけ

ればならない山麓の自治会の方々、そして、その方々というのは、避難指示解除も最後にな

りますので、できることであれば、洞爺湖町内の避難施設の中で避難生活をしていただくよ

うな計画を立てていきたいということで進めてきているところであります。昨年の10月22

日、172名の住民の方々に参加していただきまして、有珠山噴火を想定して避難訓練を想定

したところでありますが、そのときには、今の避難計画の中での避難の体制を整えて行った

ところであります。 

  今、議員がお話をしております地域防災計画の見直しがなぜ進まないのかということにつ

いてでございます。平成27年に作成されました洞爺湖町地域防災計画でありますが、現在、

見直しを行っているのは事実でございます。各自治体ごとの避難所を決めるべく検討してい

るところでありますけれども、平成26年９月に発生した御嶽山噴火に伴い、火山災害の特殊

性を踏まえ、活動火山対策を強化すべく活動火山対策特別措置法が、平成27年６月に施行さ

れて、避難対策の強化をしていかなければならないということになっております。 

  １市３町で構成する有珠火山防災会議協議会では、現在、内閣府の支援事業により、全体

の避難計画を検討中であり、その内容等を現在検討しているところでございまして、国での

計画の作業がちょっとおくれているところでございます。この避難計画では、避難所までの

交通渋滞なども考慮して検討しているところであり、全体の計画がまとまった後に、当町の

防災計画を防災会議で諮ることとなっておりますので、もうしばらくお待ちいただければと

思っております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今の答弁は、国がどうしたこうしたと言っているけれども、今、どこ

に避難したらいいかということが、結局、宙に浮いているのですよ。これを見てください。

去年、変更早見表をくれたのではないですか。今まで、横に自治会を書いて、変更前の避難
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施設の名前を書いて、その横に変更後の避難施設の名前が書いてあるのです。それに基づい

て、こういう大きな表もくれました。原稿と修正案です。これは、いつから使えるのです

か。 

  例えば、全体がまとまらなかったら、計画をつくり直せませんなどと、そんなことをやっ

ていたら災害が来るかもしれませんよ。ですから、なぜこんなにおくれているのですかとい

うのは、国がああした、こうしたではないのです。この避難所を変更するなら変更する、い

つから変更しますからということを地域にしっかり周知して、そして、例えば、その避難所

を実際に見学するということも避難訓練の中でやったらいいじゃないですか。そういうこと

も、何かこう本当に遅いのです。迅速にやってほしいのです、そういうことを。 

  私は、課長は一生懸命やっているから言いたくないのですが、結局、人手が足りないのだ

と思うのです。機構図を見たら、防災の担当は、名前を見るとたしか３名が配置されている

みたいです。だけれども、そこにしっかりと、やはり防災の危機管理とか、災害に直面した

ときに対応できるような教育や訓練、知見を持った職員がちゃんと配置されているのですか

と。そして、日常、ふだんから、その３人なら３人、一日も欠かさず、災害に遭ったらどう

するか、防災、どうしたらいいかということで、忘れずに考えている人たちなのですかとい

うことを言いたいのです。ほかの仕事と兼務でやっていますというような話ではだめなので

すよ。そのことを私は言いたいのです。 

  例えば、訓練のときに組み立て式リヤカーというのが使われましたね。避難訓練が行われ

ましたけれども、実際の避難行動で、これはどう活用されるのですか。入江４区婦人防火ク

ラブの人たちが、消防署に来て、組み立て式のリヤカーを組み立てました。そして、乗せて

上まで上がりました。広報の写真にも載りました。でも、そのリヤカーというのは、今、ど

こにあるのですか。まだ、どこにも置かれていないではないですか。活用もまだできていな

い。できるような状況になっていないのです。 

  例えば、本当にデモンストレーションで、展示用にやったようなことなのですね。あれを

やるならやるで、例えば、誰が集会所単位に組み立て式のリヤカーを開けて、操作をする

か。誰がそれを利用するのかということを、しっかりとつくっていかないと、実際には使え

ないわけですよ。 

  もう一つ言いたいのは、避難訓練ごとの目的、目標や達成状況と課題、これは、住民にも

わかるように、ちゃんと説明してくださいと。回覧が１枚、２枚来て、そして、避難所はこ

こですよと言うだけではだめなのです。ちゃんと住民に、今回の避難訓練は、前回がこう

だったので、今回はこういうことについて検証してみますと。そういうための避難訓練をし

ますよと。だから、ここの自治会の皆さんは、こういう協力をお願いしますというふうに、

それぞれの地域や自治会のほうに、しっかりと声をかけて、協力をお願いして、その結果も

ちゃんと示さなければだめだと。 

  私は、今まで何回もファイルにとっているけれども、この避難訓練をした結果、どうだっ

たのかと。ただ、参加者が何名でした、公園には何名来ましたではだめなのですよ。今回の
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避難訓練は、こういうことを確認するためにやりました。でも、こういう問題がありまし

た。だから、次回はこうやってやっていきますというようなものがないと、住民が一緒に参

加して取り組むなんていうことはできないのですね。 

  きょう、町長が執行方針を述べられました。その中に、最後のほうでこういうふうに書い

てあるのです。「協働・自立したまちづくりに向けては、町民の皆さまにも参画いただき、

引き続き施策や政策の検討・実施・点検・見直しを行い、努めてまいります」と。つまり、

住民と一緒になってまちづくりを進めるんだよと、そのためには、ちゃんと、もう計画をつ

くる段階から、住民の人たちを巻き込んで一緒に考えていく。そして、結果をちゃんと知ら

せていく。そのことをしていきますよと言っているではないですか。 

  だから、そういうことも防災の担当者としては、当然しなければいけないことですし、や

はり、今の企画防災課の中で、私は最後に書きましたけれども、危機管理、防災の業務を

しっかりとできる職員を専任として配置して、こういった取り組みを一つ一つ具体的に進め

ていける職員を、ぜひ設けていただきたいというふうに思うのですが、町長、いかがです

か。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 議員がおっしゃっている意味は、よく理解をしております。 

  今、現状としましては、防災担当は、専属で２人、そして、兼務という形で１人というよ

うな体制でございます。 

  昨年は、消防のＯＢの現場経験がある方に来ていただいて、１年間、いろいろと教えてい

ただいて、勉強もさせていただいたという状況でございます。現在も、企画として８名おり

まして、専属の２人と兼務とを入れているということで、人数的には、ほかの課からも比べ

ても、もちろん災害というのは、非常に大きな部分ですけれども、今のところは、この形で

継続していきたいというふうに思っています。 

  また、警報などが出たときには、この防災担当に合わせて、企画の８名が全員でバック

アップするというような体制もとっております。また、ここ３年ほどは、ジオパークの関係

も含めて、防災の関係、これは、職員の底上げを図るという意味で、いろいろな防災の勉強

会などもやっておりますので、そのような形で進めていきたいというふうに思っておりま

す。 

  プロフェッショナルというのは、確かに重要なことだと思いますけれども、多くの災害を

経験しながら、多くの現場を見ながらということになりますと、結構難しいことにもなるか

というふうにも思いますので、当面は今の形を維持しながら、先ほど、遅いというようなお

話もありましたけれども、急ぐべきところは急ぐというような対応で進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 私は、それではやはり不十分だと思っているのです。 

  一つは、危機管理に関する職員研修をもっと充実すべきだと思っています。危機管理の業
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務を遂行するためには、高度な判断能力、そして、豊富な危機管理に関する知識の蓄積が求

められると。 

  ところが、現在、町においては、危機管理に関する充実した研修とか、職員が組織的にも

そういった専門知識を蓄積できるような人事のローテーションになっていないし、防災面の

エキスパートを体系的に育てるという人材育成は、ほとんど行われてないと私は思っていま

す。 

  したがって、まちの危機管理に関する人材育成を推進するための取り組みが、今、求めら

れているというふうに思うのです。職員は、高度な判断能力と、豊富な危機管理に関する知

識の蓄積を有するためには、着任を一定期間集中的に研修を行う制度の整備が必要ですし、

個々の職員の危機管理に関する経験、あるいは知識を踏まえた習熟度に応じた研修の実施な

ど、研修制度の充実を図るということも大事だと思っています。 

  さらに、これは行政内だけではなくて、地域の防災力の充実を図っていくためにも、例え

ば、消防団であるとか、自主防災組織、それから、婦人防火クラブ、あるいは災害ボランテ

ィアや災害のリーダーとなり得る地域住民などの防災能力をさらに高めることにもつながっ

ていきます。さまざまな研修があるのですよ。民間でやっているのもあります。 

  例えば、防災危機管理者というのは、行政職員や専門家を対象とした研修制度が、一定期

間で行われたり、この防災危機管理者というのは、生命と財産をまもるべき自助・互助・共

助の原則を通じて、十分な知識、意識、技能を有する人材を育てるのだということで、一定

期間の研修制度がありまして、それに多くの行政の職員が、実は学んでいるというのもある

わけです。 

  防災危機管理者の認定なども含めてですけれども、片手間でやってはだめなのだよと。何

回も言いますけれども、今、２人いて、あとは兼務が１人います。それでは、そういう中

で、その２人は、少なくとも、専任なのであれば、プロフェッショナルとなって、専門的な

知識と技能と、そして、それに基づく実践的な訓練がどの程度行われているのかと。そうい

うことを行政全体に広げていくための、また指導者になっていけるのかと。このこともしっ

かりと踏まえた上で、別に人をふやさなくても、今のメンバーでも充実させることは十分で

きると思うのです。ぜひ、私はやっていただきたいと。細かいことをあれこれ言う前に、ま

ず、行政側の危機管理に対する意識というのが、まだまだやはり弱いと。 

  何年かすると、違う部署に移動になって、今までやってきたことが、今度は別な方に変

わってしまうと。こんなことになってしまうと、積み上げてきたそういう住民との信頼関係

とか、あるいは、知識や経験というものが引き継がれなくなってしまうわけですよ。その辺

をしっかりと考えた上で、人事のローテーションも含めて進めていただきたいと思いますの

ですが、いかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 今の体制の中で、そのような職員の防災の研修もやっているという

ことは、一つの考え方ですけれども、実際に災害が起きたときというのは、もちろん計画ど
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おりにいかないことがたくさんあります。いろいろな現場で臨機応変にといいますか、柔軟

な体制、考え方、判断をしなければならないということもあるかと思います。 

  ですから、全体的に、職員についても、いろいろな場面に出くわしたときに、そのような

判断能力が持てるようにということで、今、少しでも研修をしていきたいということで、

やっているところでございます。今の危機管理者研修というものがあるというお話でござい

ますが、ことしは、防災マスターなどの研修も、私ども職員あるいは自主防災組織の方に

も、できれば研修を受けさせてもらいたいということでも考えております。 

  いずれにしても、噴火から17年がたっておりますが、間隔的にも34年、33年、23年という

ことで詰まってきております。統計的な話しですけれども、１年の年を越すごとに、噴火が

近づいているということにもなろうかと思います。いろいろなご意見をいただきながら、私

ども、防災力の向上というものに努めていきたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今の人材の中でやらざるを得ないのだろうと思います。そういう中で

も、やはり、しっかりとした研修と、やはり技術を高めていくということが大事だと思いま

す。 

  先ほどお話ししたように、今度は３月23日に、津波の避難訓練が実施されます。大変残念

なのですけれども、この津波避難訓練に、それでは、自治体として、これにどういうふうに

かかわっていくのか、そのための事前の呼びかけや、こういう点で協力してほしいというよ

うなことが、どの程度伝わっているのか。自治会といっても、最初は会長さんに言うので

しょうから、会長が言わなければ、私たちもわからないのですが、つまり、今回もそうなの

ですけれども、避難経路を確認すること、避難時間を検証すること、それから、ＧＰＳを事

前に配布して、避難訓練を行うと。まちの災害情報を伝えて、それが、住民の人たちにしっ

かりと届いているかどうか。防災行政無線や緊急速報メール、それから、ＦＭラジオである

とか、それでは、こういったことを検証するのであれば、こういうことをどういうふうに検

証するのか。 

  そして、検証の結果、例えば、防災情報をどの程度の人たちが聞いていたのか。聞いた後

に、どういう行動をしたのかということを含めて、一つ一つをやはり検証しなければだめな

のです。多分していると思うのです。しているものが周りに広がらないわけです。私たちに

も伝わらない。だから、次に、今、何が問題だったのか、どうしてできなかったのかを、今

度は議論できないわけです。 

  正直言いまして、うちの町内会も、この津波のときには、１人とか２人とかという参加し

か、実はありませんでした。去年の噴火のときには、町内会に呼びかけて32名の方が参加し

ました。調べたら、町内会の中で一番多かったのですね。やはり町内会で事前に合意して、

そして、町内会を通じて呼びかけると参加者がふえるのですよ。そういうことも含めて、行

政としてしっかりとやってほしいのですね。そのことを改めてお願いしたいのですが、残り

時間でよろしくお願いします。 



－56－ 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） まず、参加した方々には、どこで情報を入手したとか、そう

いうアンケートをとらせていただいております。そうした部分に関しましては、次回行われ

る３月23日の津波を想定した避難訓練でも行いますし、今回の目的は、ＧＰＳの機械を使っ

て、避難までどれくらいの時間がかかったのかということについて、検証してまいりたいと

思います。 

  やはり津波に関しては、避難する時間がとても大事なところでもありますので、今回は、

そうしたところをつくって、避難体制をどのようにしていくか、今後の検証結果を見て、ま

た、改めてその時期の避難訓練につないでいくこととしているところでございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） これで、６番、立野議員の質問を終わります。 

  本日の一般質問は、これで終了いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎散会の宣告 

○議長（佐々木良一君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ３時１４分） 
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